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   第 ６ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

平成28年12月13日（火曜日） 

            午前10時０分開議 

            午前11時３分休憩 

            午前11時７分開議 

            午後０時43分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成28年度熊本県一般会計補

正予算（第13号） 

 議案第10号 熊本県行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利

用、特定個人情報の提供等に関する条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 議案第11号 熊本県知事の権限に属する事

務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 議案第12号 熊本県職員等退職手当支給条

例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 議案第13号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について 

 議案第14号 熊本県条例の一斉点検の結果

を踏まえ関係条例を廃止する条例の制

定について 

 議案第15号 熊本県税災害減免条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議案第17号 財産の取得について 

 議案第21号 工事請負契約の変更について 

 議案第22号 熊本復旧・復興４カ年戦略の

策定について 

 議案第23号 当せん金付証票の発売につい

て 

 議案第24号 当せん金付証票の発売総額の

変更について 

 議案第34号 指定管理者の指定の期間の変

更について 

 報告第１号 専決処分の報告について 

 請第22号 教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちにゆきとどいた教育を

求める私学助成請願 

 閉会中の継続審査事件について 

 報告事項 

 ①熊本地震の概ね３カ月間の対応に関す

る検証の現状報告 

 ②熊本都市圏東部地域グランドデザイン

「大空港構想NextStage」の素案につい

て 

 ③川辺川ダム問題について 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 髙 木 健 次 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 河 津 修 司 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 坂 本   浩 

       危機管理監 本 田   圭 

        秘書課長 横 尾 徹 也 

     広報課課長補佐 工 藤   晃 

    危機管理防災課長  間 宮 将 大 

  知事公室付政策調整監 府 高   隆 

総務部 
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         部 長  池 田 敬 之 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 大 村 裕 司 

      総務私学局長 古 森 美津代 

        人事課長 平 井 宏 英 

        財政課長 竹 内 信 義 

    県政情報文書課長 田 原 牧 人 

 首席審議員 

  兼総務事務センター長  下 村 弘 之 

      財産経営課長 満 原 裕 治 

      私学振興課長 塘 岡 弘 幸 

 市町村課長 

 兼県央広域本部総務部長 沼 川 敦 彦 

      消防保安課長 松 岡 大 智 

        税務課長 井 芹 護 利 

企画振興部 

      企画振興部長 島 崎 征 夫 

       政策審議監 山 本 國 雄 

   地域・文化振興局長 斉 藤 浩 幸 

  首席審議員兼企画課長 吉 田   誠 

      地域振興課長 

 兼県央広域本部振興部長 小 牧 裕 明 

       文化企画・ 

    世界遺産推進課長 手 島 伸 介 

川辺川ダム総合対策課長  吉 野 昇 治 

      交通政策課長 藤 井 一 恵 

         政策監 内 田 清 之 

      情報企画課長 松 永 正 伸 

       情報企画監 島 田 政 次 

      統計調査課長 坂 本 富 明 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 出 田 貴 康 

        会計課長  瀬 戸 浩 一 

      管理調達課長 石 川   修 

人事委員会事務局 

         局 長 山 口 達 人 

        総務課長 井 上 知 行 

       公務員課長 西 尾 浩 明 

 監査委員事務局 

         局 長 高 山 寿一郎 

   首席審議員兼監査監 佐 藤 美智子 

         監査監 小 原   信 

         監査監 田 原 英 介 

議会事務局 

         局 長 吉 田 勝 也 

     次長兼総務課長 中 島 昭 則 

        議事課長 中 原 敬 喜 

      政務調査課長 上 村 祐 司 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

   政務調査課課長補佐 岩 永 千 夏 

     ――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○髙木健次委員長 ただいまから、第６回総

務常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることとしま

した。 

 次に、今回付託されました請第22号につい

て、提出者から趣旨説明の申し出があってお

りますので、これを許可したいと思います。 

 まず、請第22号についての説明者を入室さ

せてください。 

  (請第22号の説明者入室) 

○髙木健次委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。 

  (請第22号の説明者の趣旨説明) 

○髙木健次委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りください。 

  (請第22号の説明者退室) 

○髙木健次委員長 次に、本委員会に付託さ

れた議案等を議題とし、これについて審査を

行います。 

 まず、議案について説明を求めた後、一括

して質疑を受けたいと思います。説明を行わ

れる際は、効率よく進めるため、最初に一度

立っていただいた後、説明は着座のまま簡潔
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にお願いします。 

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

いたします。 

  

○池田総務部長 それでは、今回提案してお

ります議案の概要について御説明申し上げま

す。 

 まず、一般会計補正予算につきましては、

議案第１号といたしまして、熊本地震からの

速やかな復旧、復興を図るための事業、国の

第２次補正予算に対応する事業など、合計

409億6,100万円を計上してございます。 

 また、債務負担行為といたしまして、早期

発注により来年度前半の事業量を確保する、

いわゆるゼロ県債などを設定してございま

す。 

 このほか、条例案件や県政運営の新たな基

本方針となります熊本復旧・復興４カ年戦略

の策定や専決処分の報告などにつきまして

も、あわせて御提案、御報告を申し上げてご

ざいます。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、予算の詳細

な内容及び条例等議案につきましては各課長

からそれぞれ御説明申し上げますので、よろ

しく御審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

○髙木健次委員長 次に、財政課長から、今

回の補正予算の概要等について説明をお願い

します。 

 

○竹内財政課長 財政課長の竹内でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 着座にて説明いたします。 

 まず、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 12月補正予算の概要について御説明いたし

ます。 

 今回の一般会計予算は、総務部長のほうか

ら御説明いたしましたとおり、熊本地震から

の速やかな復旧、復興、国の第２次補正予算

に対応する事業など、資料記載のとおり、総

額409億6,100万円の増額補正となります。補

正後の予算規模は１兆3,802億7,600万円とな

ります。 

 また、債務負担行為として、早期発注によ

り来年度前半の事業量を確保いたします、い

わゆるゼロ県債などを設定しているところで

ございます。 

 下段の表、こちらのほうは、一般会計のほ

か、特別会計と企業会計の補正予算の内訳を

記載しております。それぞれ所管の委員会で

御審議いただくこととなっております。 

 次に、２ページと３ページをお開きいただ

きますでしょうか。 

 歳入予算の内訳でございます。 

 ３ページの９、国庫支出金と14、諸収入、

それから、15、県債、こちらが多くなってお

りますが、いずれも熊本地震からの復旧関係

事業に伴うものでございます。 

 続いて、４ページをお開きください。 

 こちらと５ページで、歳出予算の内訳を記

載しております。 

 歳出予算の主な事業といたしましては、４

ページの(4)その他に、制度融資としての中

小企業金融総合支援事業、それから、平成28

年熊本地震復興基金を活用いたしました市町

村交付金を計上しております。 

 また、５ページの(1)の普通建設事業費の

補助分では、災害関連地域防災がけ崩れ対策

事業費など、(2)の災害復旧事業費では、私

立学校施設の災害復旧事業、それから(3)の

国直轄事業負担金では、熊本地震に係る災害

復旧事業の負担金を計上しております。 

 １枚おめくりいただきまして、６ページの

ほうをお願いいたします。 

 こちらは、今回の補正に伴い必要となりま

す地方債の補正の内容でございます。 

 続いて、７ページのほうをお願いいたしま
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す。 

 ここから11ページまで、平成28年熊本地震

復興基金を活用いたしました事業の概要につ

いて記載しております。 

 ９月定例会におきまして、基金条例の制定

とともに、上段枠囲み内に記載のとおり、基

金のほうを523.2億円予算化させていただい

ております。そのうち510億円を基本事業分

といたしまして、被災市町村が実施する事業

を中心に、活用事業ごとの統一ルールを県の

ほうで定めまして、市町村に配分することと

しております。 

 この基本事業分、枠の下のほうに書いてお

りますが、約半分の250億円程度を第１次配

分といたしまして、下の５つの区分、①被災

者の生活支援、②被災宅地の復旧支援、③防

災・安全対策、④公共施設等の復旧支援、⑤

地域コミュニティー施設の復旧支援、これら

に活用することにつきまして、10月14日に開

催いたしました市町村長との意見交換におき

まして、各市町村とも共有したところでござ

います。 

 これを受けまして、本定例会におきまして

は、右側黒矢印のほうでございますが、市町

村実施分といたしまして22.5億円、県実施分

といたしまして3.4億円、合計で約26億円を

提案させていただいております。 

 このうち市町村実施分の予算につきまして

は、市町村課の自治振興費の市町村行財政支

援費の中で、平成28年熊本地震復興基金交付

金として一括計上しております。こちらにつ

いては、当委員会のほうで御審議いただくこ

とになっております。 

 それから、下の県実施分につきましては、

庁内各部において予算化いたしますため、事

業ごとにそれぞれの関係常任委員会で御審議

いただくこととなります。 

 なお、一番下の枠囲みに記載しております

とおり、基本事業分の①から⑤以外の事項に

つきましては、第２次以降の配分といたしま

して、今後、地域住民の方々や民間団体の方

などの御意見も伺いながら、配分を検討して

いくこととしております。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、

基本事業分の今回の全体概要を御説明させて

いただきます。 

 まず、基本事業の先ほど申し上げた５つの

区分に応じまして、ここから11ページにかけ

まして、12月補正予算対応の事業をまとめて

いるところでございます。 

 表題の下のほうに凡例をちょっと書いてお

りますが、事業名の頭に三角の印をつけてい

るものが２月定例会以降に予算化をする事

業、それから、事業名の後ろに県を黒い丸で

囲んでいるものがございますけれども、こち

らについてが、県が実施主体となって実施す

るものでございます。何もマークを付してい

ない事業につきましては、全て市町村が事業

主体となって実施するものでございます。 

 それではまず、基本事業１の被災者の生活

支援でございますが、こちら三角２つござい

ますが、こちらにつきましては、現在、県予

算での対応を行っていますが、来年度以降、

引き続き実施したいと考えておりますので、

29年度当初予算において、復興基金の活用を

考えていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 それから、その下、住宅再建支援(二重ロ

ーン対策)事業でございますが、こちらは二

重ローンを抱える被災者の方に支援を行うも

のでございます。 

 なお、今回予算化する事業につきまして

は、想定しております支援対象を枠囲みの中

に記載する形としております。こちらで申し

ますと、対象を年収1,000万円以下で既存債

務500万円以上など、補助率10分の10、補助

上限50万円というのを書いておりますが、こ

ういった形でそれぞれ記載をさせていただい

ているところでございます。 

 それから、その下、被災生徒授業料等減免
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補助事業でございますが、こちらについて

は、私立幼稚園に通う児童の授業料に対して

支援を行うものでございます。 

 下のページ、９ページをお願いします。 

 認可外保育施設利用者支援事業と、その

下、放課後児童クラブ利用者支援事業につき

ましては、被災者の方の経済的負担軽減のた

めに保育料や利用料を支援するものでござい

ます。 

 次に、基本事業２の被災宅地の復旧支援で

ございますが、こちらについては、被災宅地

復旧支援事業というのを考えているんです

が、現在、国に対して国庫補助の拡充要望を

行っております。そういったこともございま

して、２月定例会以降での予算化を考えてい

るところでございます。  

 それから、基本事業の３、防災・安全対策

ですが、生活再建住宅支援事業につきまし

て、住宅耐震化支援事業でございますが、旧

耐震基準で昭和56年以前に建築された住宅、

それから、今回の熊本地震により被害を受け

た住宅を対象に、今後の大規模地震に備えま

して耐震診断への支援を行うものでございま

す。 

 おめくりいただきまして、10ページのほう

をお願いいたします。 

 基本事業４の公共施設等の復旧支援といた

しまして、地域水道施設復旧事業でございま

すが、被災した民営の水道施設復旧への支援

を行うものです。 

 その下、農家の自力復旧支援ですが、こち

らは、農家の方がみずから農地を復旧する際

に、国庫補助の対象とならないものへ支援を

行うものでございます。 

 その下、三角がついています私道復旧事業

につきましては、先ほど申し上げた被災宅地

復旧支援などとあわせて支援対象範囲などを

検討する必要もございますので、２月定例会

以降に予算化する予定にしております。 

 最後に、基本事業５、地域コミュニティー

施設の復旧支援についてでございます。 

 まず、地域コミュニティー施設等再建支援

事業ですが、これは被災した地域や集落等で

長年利用されてこられました未指定文化財な

どの地域コミュニティー施設の復旧を支援す

るものでございます。 

 対象要件は、枠囲みの中に記載のとおり、

政教分離原則等も踏まえながら活用していた

だくことを考えております。 

 なお、指定文化財の復旧につきましては、

教育委員会所管の平成28年熊本地震被災文化

財等復旧復興基金により支援等を考えていく

ということにしております。 

 下の11ページのほうをお願いいたします。 

 自治公民館再建支援事業でございますが、

こちらは、まずは認可地縁団体への移行手続

をしていただいて、市町村が地方債を財源に

支援することを原則として、事情によって認

可地縁団体が設立できない場合には、復興基

金を活用していただこうというものでござい

ます。 

 その下、最後は消防団詰所の再建支援事業

ですが、地区などの所有となっています消防

団詰所につきまして、市町村に所有権移転を

していただいて、地方債を財源として復旧す

ることを原則として、事情によって所有権移

転ができない場合、こちらについても、自治

公民館と同様、復興基金を活用して支援を行

うというものです。 

 以上が12月補正予算の概要でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○髙木健次委員長 引き続き、担当課長から

議案について説明をお願いします。 

 

○工藤広報課課長補佐 広報課でございま

す。 

 本日、課長が委員会を欠席させていただい

ており、私がかわりまして説明をさせていた

だきます。 
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 資料の14ページをお願いいたします。 

 広報課、債務負担行為の設定につきまし

て、平成29年度に、広報関係業務として

4,690万円余、首都圏広報業務としまして980

万円余を限度額として計上しております。 

 上段の広報関係業務につきましては、広報

誌の制作、テレビ広報及びインターネットマ

ガジンによるＷＥＢ活用広報の３つの事業で

ございます。 

 また、下段の首都圏広報業務は、マスコミ

業界に通じたＰＲ会社を通じて首都圏向けの

効果的な広報を行う、いわゆるパブリシティ

ーサポート業務でございます。 

 いずれも新年度から実施できるよう、本年

度内に業務委託契約を締結する必要がありま

すので、企画コンペの実施により契約締結ま

でに期間を要するため、12月議会で提案をさ

せていただくものでございます。 

 広報課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○間宮危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 資料１枚お戻りいただきまして、13ページ

をお願いいたします。 

 防災総務費につきまして、500万円の増額

補正をお願いしております。 

 補正の内容は、右側説明欄記載のとおり、

平成28年10月８日に発生をいたしました阿蘇

中岳の噴火によって被害を受けられた市町村

の降灰対策事業に対して助成を行うものでご

ざいます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○竹内財政課長 財政課でございます。 

 おめくりいただきまして、16ページのほう

をお願いいたします。 

 上段、一般管理費といたしまして2,400万

円余の増額補正を計上しております。 

 これは、右側の説明欄記載のとおり、熊本

地震応援のために他の自治体から派遣されて

おります職員に対します赴任及び帰任旅費の

ための経費でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○田原県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 資料の16ページ、下段をお願いいたしま

す。 

 大学施設災害復旧費でございますが、

1,800万円余の増額をお願いしております。 

 これは地震対応分でございますが、県立大

学における施設、設備の復旧に要する経費の

うち、国庫補助対象分以外の小規模な施設の

被害または設備の購入に伴う経費でございま

す。 

 次に、資料19ページ、上段をお願いいたし

ます。 

 繰越明許費についてでございますが、県立

大学施設災害復旧事業、国庫補助分を受けて

の事業でございますが、平成28年度予算額の

うち3,900万円について、29年度への繰り越

しを計上しております。 

 これは、熊本地震による被害が県内におい

て大規模に及ぶことから、建設機器、建設資

材、労働力等が不足しており、年度内の事業

の完了が困難な状況となったため、設定をお

願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○満原財産経営課長 財産経営課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 説明資料19ページの下段をお願いいたしま

す。 

 繰越明許費でございますが、まず、財産管

理費でございます。 
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 通常分の財産管理費とＦＭ推進県有施設集

約化事業の合わせて5,900万円について、翌

年度への繰り越しを計上いたしております。 

 通常分の財産管理費は、これは新公有財産

管理システムを本年度中に開発することとい

たしておりましたけれども、熊本地震の影響

を受けまして、公有財産の確認が一部でき

ず、システム開発のうちデータ移行を延ばさ

ざるを得ない状況になりましたので、繰越明

許費の設定をお願いするものでございます。 

 また、ＦＭ推進県有施設集約化事業は、県

北広域本部の菊池庁舎の書庫を整備する事業

でございますが、庁舎敷地内の建築予定地に

埋蔵文化財が確認されまして、その調査をす

る必要がございました。その結果、年度内の

事業完了が困難となったことから、繰越明許

費の設定をお願いするものでございます。 

 次に、総務施設災害復旧費としまして５億

1,700万円の翌年度への繰り越しを計上いた

しております。 

 これは、被災した庁舎などの復旧経費でご

ざいますが、調査、設計に想定以上の時間が

かかりまして、年度内の事業完了が困難とな

ったことから、繰越明許費の設定をお願いす

るものでございます。 

 次に、債務負担行為についてでございま

す。 

 説明資料の22ページをお願いいたします。 

 八代総合庁舎の空調等の設備改修でござい

ます。 

 各総合庁舎の設備につきましては、計画的

に設備の更新を行って経費の平準化を行って

いるところでございます。八代総合庁舎につ

きましては、本年度、設計を行い、来年度、

工事を施工する予定でございます。工事に要

する工期確保のため、本年度内に契約事務を

行う必要があることから、債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○塘岡私学振興課長 私学振興課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 ページを戻っていただきまして、説明資料

の17ページをお願いいたします。 

 私学振興課は、私学振興費及び教育施設災

害復旧費で増額をお願いしております。 

 まず、私学振興費ですが、１億円余を計上

しております。これは熊本地震で被害を受け

た私立幼稚園児のための助成費でございま

す。 

 右の説明欄、上段をごらんください。 

 (1)被災生徒授業料等減免補助事業です

が、熊本地震で被災し、就園が困難となった

幼児の保育料等を減免する私立幼稚園に対

し、当該減免相当額の助成を行うものです。

なお、財源は、全額復興基金をお願いしてお

ります。 

 次に、その下(2)被災幼児就園支援事業で

すが、こちらは、熊本地震で被災し、就園支

援が必要となった私立幼稚園児に対しまし

て、市町村が幼稚園就園奨励事業を実施した

場合に要する経費を助成するものです。な

お、全額国庫補助で賄われることになってお

ります。 

 続きまして、教育施設災害復旧費でござい

ますが、21億8,500万円余を計上しておりま

す。 

 右の説明欄、下段をごらんください。 

 教育施設災害復旧費のうち、私立学校施設

災害復旧事業でございます。 

 熊本地震により被災した私立学校が、施設

の復旧を行う場合に要する経費について、私

立学校へ助成を行うものです。 

 私立中・高・幼稚園等に対しましては、９

月定例会において議決いただきました国の間

接補助分に加え、さらに６分の１を、国の間

接補助がない専修学校及び各種学校へは４分

の１を助成することとしております。 

 その結果、学校の負担は、中学、高校及び
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一般の幼稚園が６分の１、幼稚園型認定こど

も園などの特定私立幼稚園等が12分の１、専

修学校、各種学校が４分の１となります。 

 続きまして、繰越明許費の設定ですが、20

ページをお願いいたします。 

 上段の私学振興課分をごらんください。 

 私立学校施設安全ストック形成促進事業の

１億1,900万円及び私立学校施設災害復旧事

業の41億3,700万円について、平成29年度へ

の繰り越しをお願いするものです。 

 まず、私立学校施設安全ストック形成促進

事業ですが、耐震診断、耐震補強及び耐震改

築等に要する経費の一部を助成するもので

す。 

 耐震改築１棟及び非構造部材の耐震対策１

棟につきまして、去る10月に成立した国の２

次補正に対する事業でありまして、工事期間

が確保できず、今年度内の事業完了が困難で

あることから、繰越明許費の設定をお願いす

るものでございます。 

 次に、私立学校施設災害復旧事業について

は、県内における災害復旧関係工事が相当数

に上っておりまして、被災した学校では、資

材や人材が不足していて工事の進捗がおく

れ、工事完了の見通しがなかなか立たない状

況にございます。 

 さらに、国の災害査定を経て補助対象額が

決定されますが、現時点で全体の16％程度し

か査定が終わっていないため、補助対象額の

総額が確定しておらず、繰越額の見込みも立

たないことから、９月補正分と今定例会に提

案している分との合計額のほぼ全額につい

て、繰越明許費の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 続きまして、22ページをお願いいたしま

す。 

 ２事業において、債務負担行為の追加をお

願いするものでございます。 

 下段をごらんください。 

 まず、熊本時習館特別支援相談員派遣事業

は、発達障害に関する専門家を各私立学校に

派遣し、生徒に関する助言等の支援を行うも

のです。 

 次の熊本時習館海外チャレンジ推進事業

は、グローバルな人材を育成するため、海外

チャレンジ塾等により海外大学進学や留学を

総合的に支援するものです。 

 いずれも４月から切れ目なく継続して生徒

や学校への支援を行うには、年度内に受託契

約を締結する必要があることから、債務負担

行為を設定するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○沼川市町村課長 市町村課でございます。

よろしくお願いします。 

 17ページ下段をお願いいたします。 

 自治振興費につきまして、22億5,300万円

の増額を計上させていただいております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 冒頭に財政課長から説明がありましたとお

り、平成28年熊本地震復興基金を活用した事

業として、県分、市町村分合わせて約26億円

の予算を計上しておりますが、このうち市町

村の復旧、復興の取り組みに関する交付金分

としまして、市町村課で一括計上をしており

ます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願いいたします。 

 

○松岡消防保安課長 消防保安課でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料の18ページをお願いいたします。 

 上段でございますが、消防保安課は、消防

指導費1,500万円の増額補正をお願いいたし

ております。 

 右説明欄にございますとおり、これは、本

年10月10日に小国町の宮原で発生いたしまし

た火災について、小国町が行います瓦れき処

理事業に対して、県として助成を行うもので



第６回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成28年12月13日) 

 - 9 - 

ございます。 

 続きまして、資料20ページをお願いいたし

ます。 

 20ページの下段でございますが、繰越明許

費の設定をお願いいたしております。 

 総務施設災害復旧費でございますが、２億

6,800万円の設定をお願いいたしておりま

す。 

 これは、さきの熊本地震で損傷いたしまし

た消防学校の屋内訓練場、救急棟等の災害復

旧費について、当初の想定以上に損傷が激し

く、被災状況確認のための応急調査及び詳細

調査に時間を要したために繰り越しを行うも

のでございます。 

 続きまして、21ページをお願いいたしま

す。 

 まず、21ページの上段、防災総務費でござ

いますが、防災消防ヘリコプター管理運営

費、29億2,000万円の繰越明許費の設定をお

願いしております。 

 これは、今回、財産取得の議案を別途提案

いたしておりますけれども、防災消防ヘリコ

プターの機体の更新につきまして、納入の時

期が平成29年度の後半になる見込みであるこ

とから、繰り越しを行うものでございます。 

 次に、同じく下段の消防指導費でございま

すが、消防学校教育訓練機能強化事業、700

万円の繰越明許費設定をお願いいたしており

ます。 

 これは、熊本地震の影響により、積算に必

要な基礎資料を業者等から収集するための時

間を要しているということで繰り越しを行う

ものでございます。 

 消防保安課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いをいたします。 

 

○井芹税務課長 税務課でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 説明資料の18ページのほうにお戻りいただ

きたいと思います。18ページ下段をお願いい

たします。 

 賦課徴収費で93万1,000円の増額をお願い

しております。 

 説明欄をごらんください。 

 県税の賦課及び徴収に要する経費ですが、

これは、別途御提案申しております県税災害

減免条例の一部改正条例案において、災害で

被災した自動車や軽自動車のかわりとなる自

動車等を取得した場合に課税される自動車取

得税の免除制度を新たに設けることとしてお

りますが、その場合、自動車税事務所での電

話相談や申請受け付け業務が今後増大するこ

とが見込まれますことから、その補助業務を

行う臨時職員を雇用する経費でございます。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○小牧地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 説明資料25ページの上段をお願いいたしま

す。 

 繰越明許費でございます。 

 「環境首都」水俣・芦北地域創造事業の本

年度予算額のうち400万円について、翌年度

への繰り越しをお願いするものでございま

す。 

 環境省の補助事業を活用して水俣市が行う

湯の鶴温泉街拠点公園整備において、地権者

との用地交渉に不測の時間を要したことか

ら、年度内の事業完了が困難な状況となって

おり、繰越明許費の設定をお願いするもので

ございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○手島文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 同じく、説明資料の25ページの下段をお願

いいたします。 

 繰越明許費でございますが、県立劇場施設
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災害復旧費に要します経費11億3,600万円に

つきまして、主な工事でございます外壁プレ

キャストコンクリート板の復旧工法の検討に

時間を要しましたこと、また、５億円以上の

契約となるため、入札、仮契約を経て議会で

契約の御承認をいただく必要もございますた

め、年度内の工事完了が困難な状況となって

おり、繰越明許費の設定をお願いするもので

ございます。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 説明資料の27ページ、上段のほうをお願い

いたします。 

 県立劇場管理運営業務といたしまして、平

成29年度から平成30年度までに、限度額７億

9,200万円余の設定をお願いしております。

これは県立劇場の管理運営業務を指定管理者

に委託するための経費でございます。 

 熊本県立劇場は、後ほど条例等議案で詳細

を御説明させていただきますが、熊本地震の

被災を受けて、現行指定期間の２年間延長を

お願いすることとしており、その２年間の債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉野川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 説明資料の26ページ、上段をお願いいたし

ます。 

 繰越明許費でございます。 

 五木村振興道路整備(受託)事業の本年度予

算額のうち5,100万円につきまして、翌年度

への繰り越しをお願いするものでございま

す。 

 この事業は、村からの要請を受け、村道神

屋敷線の整備を県が受託して行うものです

が、関係機関との協議に時間がかかり、設計

がおくれたため、年度内の完了が困難とな

り、繰越明許費の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○藤井交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 説明資料の24ページの上段をお願いいたし

ます。 

 計画調査費として1,200万円余を計上して

おります。 

 右の説明欄をごらんください。 

 まず、空港整備促進費につきまして、通常

分、空港周辺地域活性化事業として、阿蘇く

まもと空港の玄関口と位置づけております肥

後大津駅の愛称化に伴う駅名表示板や看板改

修等に要する経費、500万円を計上しており

ます。 

 次に、交通整備促進費につきまして、国の

経済対策分、鉄道軌道輸送対策事業として、

球磨川鉄道が平成29年度に実施予定の鉄道基

盤施設の整備が前倒しで認められたため、そ

れに要する経費700万円余を計上しておりま

す。 

 続きまして、説明資料の26ページの下段を

お願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 先ほど御説明しました鉄道軌道輸送対策事

業790万円余は、年度内に事業完了が見込め

ないため、繰り越しの設定をお願いするもの

です。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 説明資料27ページの下段をお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございますが、これ

は、本庁と地域振興局とを結ぶ熊本県総合行

政ネットワーク等の管理、運営に係る平成29
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年度の業務委託につきまして、平成29年４月

１日から委託をするために、本年度内に契約

事務を行う必要があることから、債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○坂本統計調査課長 統計調査課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 説明資料24ページの下段をお願いいたしま

す。 

 委託統計費として200万円余の増額をお願

いしております。 

 総務省から委託を受けて実施しております

経済センサス活動調査に要する経費につい

て、国からの追加交付に係る増額補正でござ

います。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○石川管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 説明資料の29ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございますけれど

も、これは、特別支援学校や消防学校など、

８件の給食業務の委託に係るものでございま

す。 

 １ページお開きいただきまして、30ページ

をお願いいたします。 

 ここからは債務負担行為の変更分でござい

ますが、まず、上段の県有施設等管理業務に

つきましては、県庁舎や振興局庁舎の清掃及

び設備機器の保守点検など、全部で151件の

業務委託分に係るものでございます。 

 次に、中段の情報処理関連業務でございま

すけれども、これは、防災情報ネットワーク

システムなど、情報システムの保守点検に係

る28件の業務委託分でございます。 

 最後に、下段の事務機器等賃借でございま

すけれども、これは、美術館本館の監視カメ

ラのリースほか、４件の機材のリースに係る

ものでございます。 

 以上、いずれも来年４月１日から業務を委

託するために、年度内に契約を行う必要があ

りますが、一般競争入札等の手続によりまし

て契約期間までに期間を要することから、今

議会での債務負担行為の設定をお願いしてい

るものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○上村政務調査課長 政務調査課でございま

す。 

 資料の32ページをお願いいたします。 

 事務局費において、議会史の編さんに係る

経費としまして1,000万円の繰越明許費の設

定をお願いしております。 

 議会事務局では、平成25年度から平成28年

度までの４カ年計画で県議会史の第８巻の編

さんを行っておりまして、最終年度でありま

す今年度は、上半期で原稿の作成を完了し、

下半期は印刷、製本を行う予定でありまし

た。しかしながら、４月に発生しました熊本

地震により、原稿の作成をお願いしておりま

す執筆者の方々が被災され、また、執筆者の

うちのお１人の方が病気により亡くなられま

したことから、執筆作業に影響が生じ、原稿

の完成がおくれることとなりました。 

 このことによりまして、印刷、製本に要す

る期間を確保することができなくなり、年度

内の完了が困難となったため、繰越明許費の

設定をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○間宮危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 資料は飛びまして、56ページをお願いいた

します。 

 第21号工事請負契約の変更についてでござ
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います。 

 変更の内容等は、57ページで御説明をさせ

ていただきます。 

 工事名は、熊本県防災行政無線システム再

整備工事でございます。 

 変更内容は、契約金額60億4,800万円を63

億600万円余とするもので、２億5,800万円余

の増額でございます。 

 変更理由は、地盤改良工事等の追加のため

でございます。 

 工期は、当初の契約と変更なく、平成29年

３月３日まででございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 資料はお戻りいただきまして、33ページを

お願いいたします。 

 第10号議案、熊本県行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆるマイナンバー制度でござい

ますが、この法律に基づく個人番号の利用、

特定個人情報の提供等に関する条例の一部を

改正するというものでございます。 

 資料の35ページで御説明させていただきた

いと思います。 

 まず、１の条例改正の趣旨でございます。 

 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律、これに基づ

きまして、個人番号を利用する事務及び特定

個人情報を提供する事務、これを追加するこ

となどに伴いまして、関係規定を整備するも

のでございます。 

 ２の制定内容をごらんください。 

 ２項目の追加でございます。(1)個人番号

及び特定個人情報を利用する事務に、次のア

及びイの２事務を追加するものです。 

 アは、肝炎対策基本法に規定する内容とし

ましては、肝炎患者に対して助成する肝炎に

係る医療に要する費用の助成、これに関する

事務でございます。イは、熊本県育英資金貸

与基金条例による育英資金の貸与に関する事

務でございます。 

 (2)は、県の機関の間で、特定個人情報を

提供する事務に育英資金の貸与に関する事務

を加え、当該事務に係る情報照会機関、情報

提供機関及び当該事務に必要とされる特定個

人情報を定めるものでございます。 

 (3)は、法律の改正に伴う規定の整理でご

ざいます。 

 ３、施行期日でございますが、公布の日と

なっております。例外として、(2)及び(3)に

つきましては、法附則１条第５号に掲げる規

定の施行の日から施行することとしておりま

す。 

 以上でございます。 

 続きまして、36ページをお願いいたしま

す。 

 11号議案、熊本県知事の権限に属する事務

処理の特例に関する条例の一部改正でござい

ます。 

 説明は、37ページをお願いいたします。 

 １の条例改正の趣旨でございますが、地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法

律、この改正に伴いまして、関係規定を整備

するものでございます。 

 ２の主な改正内容をごらんください。 

 (1)から(4)まで、法律に伴う改正の内容を

記しております。いずれも、法律の改正に伴

いまして、根拠となっている規定が変わるこ

とに伴う規定の整備でございます。新たな事

務を移譲するものではございません。 

 ３の施行期日でございます。 

 平成29年４月１日を基本としていますが、

(1)及び(3)につきましては、公布の日として

いただいております。 

 続きまして、もう１本、38ページをお願い

いたします。 
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 第12号議案、熊本県職員等退職手当支給条

例等の一部を改正する条例でございます。 

 44ページの概要で御説明させていただきま

す。 

 ちょっと資料の中段下のほうに括弧書きで

参考と書かせていただいております。失業者

の退職手当についてと書いておりますけれど

も、県職員には、失業手当、いわゆる雇用保

険が適用されておりません。これにかわるも

のとして、失業者の退職手当という制度がこ

の退職手当条例の中にございます。 

 書いてありますとおり、職員が比較的短期

間のうちに退職した場合におきましては、一

般の退職手当等の額が雇用保険法を適用した

場合の失業給付相当額に満たない場合があ

る、そういう場合には、その差額を県が失業

者の退職手当として支給するという制度でご

ざいます。ということで、それの改正という

ことでの説明でございます。 

 １番の条例改正の趣旨でございますが、雇

用保険に係る失業給付との均衡上、ただいま

申し上げましたとおり、雇用保険に見合うも

のということでございますので、その均衡

上、勤続期間が比較的短い職員が退職した場

合に、県が支給する失業者の退職手当につい

て、雇用保険法の一部改正に伴う国家公務員

退職手当法の改正に準じまして、関係条例を

整理するものでございます。 

 ２の改正内容をごらんください。 

 １項目め(1)が、従来、64歳までとされて

いた雇用保険の適用の年齢の上限廃止があり

ました。65歳以降に採用される職員が退職し

て求職活動を行う場合につきましても、失業

者の退職手当を支給することとされたことに

伴いまして、必要な関係規定を整理するもの

でございます。 

 なお、65歳以降に採用される職員はこれま

でございませんでしたが、今後、任期つき等

で採用される可能性がございますので、規定

の整理を行うものでございます。 

 (2)でございます。雇用保険の取り扱いに

準じ、求職活動に伴う子の一時預かり費用等

を新たに失業者の退職手当として支給するこ

ととされたことに伴いまして、必要な規定整

理を行うものでございます。 

 施行期日は、平成29年１月１日としており

ます。 

 審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○竹内財政課長 財政課でございます。 

 続きまして、資料右側45ページをお願いい

たします。 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。 

 説明のほうでございますが、ページ飛びま

して49ページをお願いいたします。こちらの

条例案の概要のほうで説明をさせていただき

ます。 

 まず、１の条例改正の趣旨でございます

が、道路交通法施行令の改正に伴い、運転免

許関係手数料の規定を整備するものでござい

ます。 

 ２の主な改正内容ですが、今回の改正は、

道路交通法が改正されまして、運転免許の種

類に準中型自動車免許が、それから、免許取

得等に係る講習に臨時高齢者の講習というの

が新たに設けられております。これに伴いま

して、運転免許関係手数料を定めております

本条例もあわせて改正するものでございま

す。 

 資料の２のところに記載のとおり、新たに

手数料を設けるものが５項目、手数料の額を

改定するものが13項目、その他準中型自動車

免許に係る区分を設けるための規定の整理を

行うこととしております。 

 ３番の施行期日でございますが、記載のと

おり、道路交通法施行令の施行日でございま

す、平成29年３月12日としております。 

 続きまして、ページをおめくりいただいて

60ページと61ページ、かなり飛びますが、お
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願いいたします。 

 いずれも、当せん金付証票、宝くじの発売

額の範囲に関するものでございます。 

 説明のほうは、１枚おめくりいただきまし

て、62ページの概要のほうで説明させていた

だきます。 

 まず、議案第23号でございますが、こちら

は来年度の県の宝くじ発売額の範囲を決定す

るものでございます。総務大臣への発売許可

を申請するに当たりまして、議会の議決を求

めるものでございます。 

 来年度につきましては、ラグビーワールド

カップ2019大会への支援として新たに協賛く

じが発売される予定などがございますもので

すから、本年より20億円多く、130億円以内

としているところでございます。  

 次に、下段の議案第24号でございますが、

こちらは、本年５月に、熊本地震に係る被災

地支援宝くじが、本県分といたしまして66億

円発売されております。これを踏まえまし

て、昨年議決いただいております発売総額

110億円、こちらを176億円に変更させていた

だくものでございます。 

 財政課は以上です。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○田原県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 資料お戻りいただきまして、50ページをお

願いいたします。 

 第14号議案熊本県条例の一斉点検の結果を

踏まえ関係条例を廃止する条例の制定につい

てでございます。 

 51ページの条例案の概要をごらんくださ

い。 

 条例制定の趣旨でございますが、私ども

は、平成26年度及び27年度におきまして、既

存の条例について、その運用状況の一斉点検

を実施したところでございます。その結果、

存続の必要性がないと認められるものがあり

ましたので、これらの条例を一括して廃止す

るものでございます。 

 廃止いたします条例は、50ページに記載し

ておりますけれども、９本ございます。これ

らの条例につきましては、条例で定める期間

が経過した等の理由により、既にその役割を

完了しております。 

 施行日については、公布の日から施行する

こととしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○井芹税務課長 税務課でございます。 

 説明資料の52ページをお願いいたします。 

 第15号議案熊本県税災害減免条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 資料53ページの条例案の概要で御説明申し

上げます。 

 １の条例改正の趣旨でございますが、災害

により自動車に被害を受けた者の負担軽減を

図るため、被害を受けた自動車にかわる自動

車を新たに取得した場合、その自動車に係る

自動車取得税を免除する規定を整備するもの

でございます。 

 平成28年熊本地震では、多数の建物や土地

に甚大な被害が生じたところですが、自動車

についても、多数の車両に被害が発生してお

ります。本年10月末現在で約740台の自動車

及び軽自動車が、使用不能等を理由に、既に

既存の制度としてあります自動車税または軽

自動車税の減免措置を受けております。 

 本県において、自動車は、公共交通機関も

補完する交通手段として、県民の日常生活や

事業活動において重要な役割を果たしてお

り、今回、被災者の負担軽減を図り、被災者

の生活や事業の再建に資するよう、被災した

自動車のかわりとなる自動車を取得した場合

に課税される自動車取得税を免除しようとす

るものでございます。 

 次に、２の主な改正内容ですが、(1)は、

災害により所有または使用する自動車に甚大
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な被害を受けた者が、被災した日から６カ月

以内に災害で被災した自動車にかわるものと

して自動車を取得した場合、その申請によ

り、当該自動車に課税される自動車取得税の

税額を免除する規定を設けるものでございま

す。 

 (2)は、熊本地震以降に発生した災害に伴

うものにつきましては、附則を設けて今回の

免除規定を遡及して適用することとしている

ところでございます。 

 ３、施行期日は、公布の日でございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願いいたします。 

 

○松岡消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 資料の54ページをお願いいたします。 

 第17号議案財産の取得についてでございま

す。 

 財産取得の概要につきましては、55ページ

により説明を申し上げます。 

 まず、取得する財産でございますけれど

も、品名は、防災消防ヘリコプターでござい

ます。型式は、エアバス・ヘリコプターズ式

ＡＳ３６５Ｎ３型。３番目、主な装備の概要

でございますけれども、記載のとおり、自動

操縦装置、それから、ヘリコプター衛星通

信、ヘリサットシステムでございますが、そ

のほか記載のとおりでございます。取得の予

定価格については、18億4,680万円。消費税

を含む額でございます。契約の方法は、総合

評価一般競争入札でございます。 

 次に、取得の相手方でございますが、エア

バス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社で

ございます。 

 ３、取得の目的につきましては、平成13年

７月から、現行のヘリコプターが運用開始を

しておりますけれども、それから15年を経過

し、一般的に防災消防ヘリコプターの更新の

目安とされております累計飛行時間に到達す

る見込みであることから、安定運航を確保す

るために機体を更新するというものでござい

ます。 

 消防保安課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いをいたします。 

 

○吉田企画課長 企画課でございます。 

 それでは、58ページ、第22号議案熊本復

旧・復興４カ年戦略の策定につきまして御説

明をさせていただきます。 

 お配りしているＡ３の資料、熊本復旧・復

興４カ年戦略(案)「主な事項」をごらんくだ

さい。こちらに基づきまして御説明をさせて

いただきます。 

 まず、資料の右上でございますけれども、

新たな４カ年戦略につきましては、蒲島県政

３期目の基本方針として、平成31年度までの

期間で取り組む施策等をまとめたものでござ

います。 

 被災者の生活再建と熊本地震からの創造的

復興が県政最大の課題でございますため、復

旧・復興プランのおおむね４カ年の取り組み

を基本といたしております。 

 また、これまで蒲島県政２期８年の成果を

生かしまして、さらなる発展につなげるた

め、昨年10月に策定いたしました熊本県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略、この取り組

みに加えまして、知事が選挙で県民にお約束

した全ての取り組みを盛り込んでいるところ

でございます。 

 資料左側の基本理念でございますが、この

戦略によりまして、県民総幸福量の最大化に

向け、災害に強く、誇れる資産
た か ら

を次代につな

ぎ、夢にあふれる新たな熊本の創造を目指す

としております。 

 基本目標につきましては、復旧、復興と従

来からの人口減少社会への対応、その２つを

合わせまして、熊本地震からの創造的復興に

何が必要かという観点から、総合戦略の基本

目標を見直したところでございます。 
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 そして、基本目標を達成するための取り組

みの方向性を、１、安心で希望に満ちた暮ら

しの創造、２、未来へつなぐ資産の創造、

３、次代を担う力強い地域産業の創造、４、

世界とつながる新たな熊本の創造、この４つ

といたしまして、実現に向けて13の施策の柱

により展開をしていくというふうにしており

ます。 

 まず、１の安心で希望に満ちた暮らしの創

造の部分でございますけれども、家族や地域

の強いきずなが息づく地域づくりなど３つの

施策を展開し、災害が起きても、安全、安心

で生活でき、進学、就職、出産などの希望が

かない、子育てしやすい生活環境で、夢と希

望に満ちた暮らしの創造を目指すというふう

にしております。 

 ２番の未来へつなぐ資産の創造では、災害

に負けない基盤づくりなど３つの施策を展開

し、震災で甚大な被害を受けた熊本の基盤を

再生し、未来の礎を築くために、次代につな

ぐ資産の創造を目指すというふうにしており

ます。 

 ３番の次代を担う力強い地域産業の創造の

部分では、競争力ある農林水産業の実現、県

経済を支える企業の再生、発展など５つの施

策を展開し、被災した農林水産業や商工業な

ど地域産業の復旧とともに、災害に強い経営

基盤を確立し、全国の地域経済が抱える課題

を克服するような力強い産業の創出を目指し

ていきたいと思っております。 

 ４番目、世界とつながる新たな熊本の創造

につきましては、空港、港の機能向上による

アジアに開くゲートウェー化など２つの施策

を展開し、阿蘇くまもと空港の復旧、機能強

化や熊本港、八代港の海外展開拠点化を推進

するとともに、国際スポーツ大会開催等を通

じて、世界とつながる熊本の創造を目指して

いきたいというふうに考えております。 

 以上、これらの取り組みを進めることで、

熊本地震からの創造的復興、将来世代にわた

り幸せを実感できる新たな熊本の創造を目指

していくというふうにしております。 

 なお、下段にありますとおり、川辺川ダム

問題、水俣病問題などについて、引き続きし

っかりと対応してまいります。 

 また、各施策の着実な推進に向け、政策評

価を活用したＰＤＣＡマネジメントサイクル

による成果重視の県政運営や、市町村と連携

した復旧、復興など、地方創生の推進も取り

組んでまいりたいと考えております。 

 この４カ年戦略の案は、10月５日から11月

３日まで実施したパブリックコメント、11月

２日に開催いたしました幸せ実感くまもと

「まち・ひと・しごと」づくり推進会議にお

ける意見等も踏まえ、作成をしております。 

 なお、本件につきましては、県政全体に関

する県政運営の基本方針になりますので、他

の常任委員会でも同様に報告させていただい

ております。 

 私からの報告は以上です。 

 

○手島文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 説明資料にお戻りいただきまして、63ペー

ジでございます。 

 議案第34号でございます。64ページの概要

にて御説明をさせていただきます。 

 熊本県立劇場の指定管理者の指定の期間の

変更についてでございます。 

 熊本県立劇場は、今年度末の平成29年３月

31日に第３期指定管理期間の最終年度を迎え

ますが、平成28年熊本地震で被災しました施

設、それから設備の災害復旧工事に当たり、

本県文化施設の拠点として、開館しながら工

事施工を行う必要があるなど、公募できる状

況にないことから、県立劇場の安定的かつ継

続的な県民サービスの提供及び施設の管理、

運営を行うため、現行の指定期間を変更し、

平成31年３月31日までの２年間の延長をお願

いするものでございます。 
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 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○沼川市町村課長 市町村課でございます。 

 右側の65ページのほうをよろしくお願いし

ます。 

 報告第１号で、専決処分の報告になりま

す。内容につきましては、66ページの概要で

御説明いたします。 

 専決処分の報告の内容は、職員による交通

事故の和解及び賠償額の決定でございます。 

 この事故は、平成28年７月２日に、県南広

域本部総務部振興課の職員が、公用車で出張

した際に、出張先である八代市建馬町にある

――ここには書いてありませんが、ゆめタウ

ン八代の駐車場において発生したものでござ

います。 

 事故の状況といたしましては、駐車中の公

用車に乗り込む際に、運転席のドアをあけた

ところ、ドアが突然の強風にあおられ、隣に

駐車していた相手方の普通乗用車に接触した

ものでございます。 

 過失割合につきましては、３にありますと

おり、県側100％で、県側の損害賠償額は、

４にありますとおり、６万977円となってお

ります。 

 なお、損害賠償は、県が加入しております

損害賠償保険で対応しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 この際、５分間休憩いた

します。 

  午前11時３分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時７分開議 

○髙木健次委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 以上で執行部の説明が終了しましたので、

質疑を受けたいと思います。 

 質疑を受けた課は、最初に一度立っていた

だき、課名を言った後、座って説明してくだ

さい。 

 質疑はございませんか。 

 

○荒木章博委員 大きく２点ありますけれど

も、１点目は、５ページの地がけ、これにつ

いては、ここに50億ということで予算を計上

されておりますけれども、この内訳的な国、

県、市の、まあ熊本市の場合は市ですね。市

町村の割合をもう一回ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

 

○竹内財政課長 財政課でございます。 

 御質問いただきました災害関連の地域防災

がけ崩れ対策事業でございますけれども、計

上しております約50億のうち、49億円関係が

地震関係でございます。それ以外に、19億ほ

ど豪雨災害関連がございます。いずれも、国

２分の１、県４分の１、市町村４分の１の負

担になっております。 

 特に、熊本地震関係につきましては、特例

といたしまして、これまで、崖高５メート

ル、自然斜面のみだったところが、今回、崖

高３メートル、まあ２戸以上の住宅が必要で

すけれども、宅地、擁壁等の人工斜面で公共

施設を保持する部分につきましては、対象と

なってきている部分でございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 国が２分の１、その残りの

半分を４分の１、４分の１ですから、半分半

分でやるということなんですけれどもね。 

 これは、市町村によっては負担金をとる

と。だから、４分の１にはならないと思うん

ですよね。だから、熊本市の場合は、地権者

及び所有者からの予算を計上するというふう

に聞いておりますけれども、そこのところは

どういうふうに考えられますか。 
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○竹内財政課長 済みません、そこの市町村

――実際の事業をやるところが土木部の砂防

課というところになりますので、市町村のほ

うが具体的にさらに負担金をとっているかど

うかというところまでは、済みません、私の

ほうでは今把握はしておりません。 

 

○荒木章博委員 いや、それはちょっとおか

しいと思うんだよね、僕は。それだけの予算

をかけて、国からの半分、そして２分の１、

２分の１ということで予算化をしているわけ

でしょう、今言われたように。それで、さら

にまた地域からの予算を計上するということ

で、どのくらい、何％ぐらいとるかというこ

とぐらい把握して予算化すべきじゃないです

か。 

 

○竹内財政課長 基本的には、国２分の１、

それから県の４分の１を今回の予算として計

上させていただいております。その残りの部

分について、基本的には市町村が４分の１と

いう形で理解はしているところでございます

が、委員おっしゃるように、地元の負担を具

体的にとっておられるかどうかというところ

までは、済みません、把握しておりません。 

 

○荒木章博委員 まあ、予算ですから、いろ

いろ住民の負担とかなんとかあるんですけれ

どもね。やっぱりこういうのをきちんとして

――また、それもはっきりはしていないとい

うようなことで、地域の人たちは、もう住宅

あたりが地域崖で壊れているところなんか、

下の住宅あたりなんかもう大変な思いなんで

すよ。ということは、かかれないということ

なんですよ、決めてないから。 

 だから、年度中に決めるのか、また、決め

るように市町村まできちんとやっぱり指示を

するとか、それは財政のほうの予算じゃない

――予算は課長のほうでされるんだけれど

も、担当のほうは砂防課とか土木のほうでや

られると思うんですけれども、ある程度やっ

ぱり県が指導して、国からの助成とかの指導

してやっぱりそういうふうにやっていかない

と、もうどういうふうにやっていいのかわか

らないようなことでは、例えば、地域崖が

3,000万も4,000万もかかって、その中の何％

というのを個人負担で出させるというなら、

なかなか難しい点があると思うんですよね。 

 だから、これで見る限りでは、物すごく、

県、市で半分半分やるんだと、残りはやるん

だということで非常に理解をするんですけれ

ども、そこまでの配慮があってしかるべきだ

と私は思うんですよね。そこのところを市町

村担当、県の担当とやっぱりすり合わせて予

算化すべきじゃないのかというのが私の考え

方なんですけれども、どうでしょう。 

 

○竹内財政課長 荒木委員おっしゃったとこ

ろで、今から予算化させていただいたところ

で詳細な制度設計をいたしますので、そうい

った御意見をいただいているということも踏

まえて、土木のほうとしっかり協議していき

たいと思っております。 

 

○荒木章博委員 災害復興には、今までの予

算というのは、これだけの予算がいろいろか

かるから、予算化して計画を立てるというこ

となんですけれども、今回は、地震の場合に

なると、やっぱり予算を先にやって、いろい

ろですね、ここにあるコミュニティー事業の

問題もしかりですけれども、そういったとこ

ろをある程度把握して出していかないと、や

っぱり個人あたりの地域崖で修理をする、そ

の集落４～５軒で修理するとなると、やっぱ

り何百万、何千万の負担がかかってくるやに

思えるんですよ。 

 ですから、そういうところを県がきちんと

やっぱりリードして予算化をされるべきじゃ

ないかと思うものですから、その点も、今言

われたように、関係課と予算が通過後にされ
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るということですけれども、ぜひそこのとこ

ろをきちんとやっぱりやっていただきたい。 

 だから、これは市町村によっては開きが出

るんですよ、何％というと。そうすると、や

っぱり戸惑いも生じると思うものですから、

そこのところの、何というか、一律にやるの

か、それとも市町村によって、ばらばらでや

るのかですね。市町村が負担するから、地域

住民は出さないというところもあると思うん

ですよね。だから、ちょっと特殊な予算体制

になると思うんですけれどもね。だけん、そ

れも引き続きお願いしたいと、よろしくお願

いしたいというように思います。 

 あとは、また後でいいです、皆さんもあり

ますから。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○鎌田聡委員 ちょっと復興基金の関係です

けれども、７ページですね。 

 済みません、基本的な話になりますけれど

も、今回からが第１次配分ということでやら

れますけれども、第１次配分というのは、大

体いつぐらいまでをめどにやるのかというこ

とで、教えていただきたいと思います。 

 

○竹内財政課長 まず、市町村と意見交換を

する前に、いろんな市町村からの要望等も伺

いまして、いずれの市町村といいますか、あ

る程度普遍的な事業といたしまして、こちら

基本事業の１から５という区分が出てきてお

ります。 

 これらにつきまして、ある程度きちんとや

っていく、まあ数年かかるところもございま

すけれども、それが総額大体250億円程度は

見込めるんじゃないかと。ですので、この１

次配分につきましては、この大きな区分に沿

って、事柄が出てくれば順次予算化していく

という形を考えているところでございます。 

 

○鎌田聡委員 ２次配分というのも、今後控

えているわけですよね。 

 

○竹内財政課長 はい。 

 

○鎌田聡委員 一般的に考えると、１次配分

が終わって２次配分に移っていくと思います

けれども、１次配分をいつぐらいまでにし

て、２次配分のメニューというのはまた１か

ら５と変わってくると思うんですけれども、

その辺のちょっとスケジュール感、頭の中に

入っていたら教えていただきたいと思いま

す。 

 

○竹内財政課長 １つは、１次配分部分につ

いては、復旧に係るものが多うございますの

で、できるだけ早いところで予算化をしてい

く形になると思うんですが、ただ、高等学校

等の通学支援とか、あるいは耐震診断につき

ましては、ある程度時間がかかるといいます

か、継続的にやっていく必要が出てくるとこ

ろがございますので、具体的に、例えば３年

で使い切ってしまうというようなところまで

は考えておりません。 

 事柄といたしまして、こちらについては、

大体総額で250億ぐらい確保していこうかと

いうところでございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、済みません、２次配

分というのは、いつぐらいから考えていらっ

しゃるのか。 

 それと、済みません、ちょっとわからない

のが、創意工夫事業と２次配分のメニューと

いうのは、これは何か違うんですか。 

 

○竹内財政課長 ２次配分というのは、こち

らの基本事業１から５というのは、市町村と

だけある程度やりとりをして決めてきた区分

でございますが、今後、実際の現場といいま
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すか、被災された方であったり、こちら書い

てございますように、民間の地域づくりの方

であったり、いろんな団体の御意見を聞い

て、どういう事業をやったらいいのか、他県

の事例等も見ながら、こういった同じような

区分――基本的な考え方は、活用事業ごとに

統一ルールを定めてみんなで取り組みましょ

うという部分でございますので、そういった

ところで上の１から５に掲げられてないよう

なものが出てきたものを考えております。 

 創意工夫事業分13.2億は、こちら復興宝く

じの支援金を原資としているものですから、

被災市町村の意見を聞きながら、ある程度自

由に市町村が使えるようなところも考えてい

くのかなということで、まだ13.2億について

は、どういう事業に充てるかというところま

では考えていない状態でございます。 

 

○鎌田聡委員 創意工夫分については、まだ

考えてないということでわかりましたけれど

も、２次配分の考え方については、やっぱり

いろいろと、まあ住民のニーズとか民間団体

の思いがあると思いますので、これをいつぐ

らいから把握してやっていくのかというの

は、大体どのくらい、もう来年度とか今年度

中とか、その辺はあるんですか。 

 

○竹内財政課長 意見交換のほうは、速やか

にやっていきたいというふうに考えておりま

す。その中で、ある程度、まあ今回もそうで

すけれども、こういった一定割合、どちらの

被災市町村でも出てくるようなものについて

は、できるだけ早い予算化を検討していきた

いと思っておりますが、なかなかどこのタイ

ミングというのは、済みません、今の段階で

は、ちょっと御意見も聞きながらということ

しか申し上げられない状況になっておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、済みません、ぜひ早

目にこういった市町村以外の部分でのやっぱ

りニーズというのも聞き取っていただいて、

それがどのくらいあるのかとかということも

含めて、ぜひ、その辺の聞き取り、把握、こ

れも急ぎ行っていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○氷室雄一郎委員 環境保全課ですけれど

も、この10ページの、まだ水が来てない地域

があるわけですけれども、組合、まあ民営で

すけれども、これはある特定の市町村の部分

ですかね。それとも、何市町村かにわたって

いますかね。それだけちょっと聞かせてくだ

さい。 

 

○沼川市町村課長 市町村課でございます。 

 地域水道につきましては、現状、これは、

それぞれ市町村の事業については、市町村か

ら被害額とか要望等を聞いて、今予算を計上

させていただいておりますが、この地域水道

に関しましては、基本、対象にするのが、組

合営といいますか、民営の部分についてにな

ります。中心は西原が一番多くなっておりま

して、今上がっているものについては、基本

全部、これは西原の簡易水道からだけ、今被

害額として上がっております。 

 

○氷室雄一郎委員 大体これは20数カ所じゃ

なかったかと思うんですけれども、西原村。

どの程度だったですかね。 

 

○沼川市町村課長 今上がっておりますの

は、簡易水道としては８本上がっておりま

す。 

 

○氷室雄一郎委員 じゃあ、この金額で、西

原村についてはこれからやられると思うんで
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すけれども、ほぼ水の確保というのは可能な

んですか、どうなんですか。 

 

○沼川市町村課長 一応、対象については、

全部前広に上げさせておりますので、基本的

には、うちのほうとしては、これを復旧すれ

ば、水道源については確保できると思ってお

ります。 

 あわせて、先ほどもちょっと説明があった

かもしれませんが、できるだけ民営の水道を

村としては公営に移したいと思っておりまし

て、そういう意向も踏まえて、予算について

も、現在の民営の水道について、公営水道と

統合する場合に補助率をかさ上げする等し

て、誘導することにしております。 

 

○氷室雄一郎委員 この西原村の部分は、復

興、復旧の部分で水がまだ、この組合の部分

が多かったものですから、非常に苦しんでお

られたと思うんですけれども、今説明があり

ましたように、公営水道と統合を進めていく

という部分で、これだけの予算を組んで、非

常に助かると思うんですが、大体これでほぼ

村の要望というのは、このくらいの部分で終

わるという可能性があるんですか、どうなん

ですか。 

 

○沼川市町村課長 私たちも現場に出ている

わけじゃないので、その詳細はあれですけれ

ども、少なくとも市町村に全部こういうもの

をメニュー化して予算を上げますよという意

向調査をしましたので、基本、今把握できて

いる分はこれだけなんだと思っております。 

 ただ、もしこの後出てくれば、当然、先ほ

ど財政課のほうから説明ありましたが、全体

250億の枠の中でも、必要があるものについ

てはどんどん確保していくということになる

かと思いますので、また次第にわかれば、必

要額について積み増しということも考えてい

きたいと思っております。 

 

○小杉直委員 じゃあ、関連してお尋ねしま

すが、水の問題ですたいね。今、質問、答え

があったように。 

 今回の災害でも、食料、水とか、その他た

くさん要望があったり、何が一番大事だった

かなとか、反省があるわけですが、今回の説

明でも、かなりの予算をつぎ込んで頑張って

おられることについては慰労申し上げますけ

れども、いろいろ分析すると、皆さんも御承

知のとおり、こういうふうな大災害、特に地

震の場合には、水が一番大事ということにな

ってきておるわけですたいね。飲み水ばかり

でなくて、トイレ用の水とか。 

 ちょうど数年前に、井戸を掘ったらどうか

というふうな業界から話があったわけです

よ。で、甲佐町だけが２カ所井戸を掘ってお

りますもんね。それが今度もためになったと

聞いておりますが、残念ながら、数年前にそ

ういう話があったときに、県のほうは、井戸

まではいいでしょうということでお断りにな

っとったわけですが、今回、井戸を掘ってお

ったなら、地下水が上がってきて、それを飲

み水あるいはトイレ、その他の有効な活用が

できたというふうになるかと思いますが、水

の問題で、井戸を掘る、井戸を設置するとい

う考えはございませんかね。 

 

○本田危機管理監 井戸につきましては、実

は、この県庁が井戸、地下水を持っておりま

して、水道がとまったときに、トイレが実際

とまったら大変なことになったのが、最後ま

でトイレのほうは流す――水道がとまってい

る間も、ずっと県庁の、まあ飲み水のほうは

ちょっとだめだったんですけれども、飲まな

いほうがいいということで、トイレのほうだ

けはずっと最後まで使えたということで、非

常に有効だったなということを身をもって感

じたところです。 

 今検証を進めている中で、後ほど担当課長



第６回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成28年12月13日) 

 - 22 - 

のほうから御説明しますが、検証を進める中

で、そういう問題、課題も当然いろいろ浮か

び上がりますので、それについてどう対応す

るかということについて、そういう井戸の有

効性なんかも考えながら対応を考えていきた

いということで思っております。 

 

○小杉直委員 それなら、県庁の敷地内に井

戸を掘っておりますか。掘っておるなら、何

カ所掘っておりますか。 

 

○満原財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 詳細に、手元に、井戸については把握いた

しておりませんけれども、震災時、今回につ

きましては、先ほど話がありましたように、

トイレ等の水、それから雨水も使ってやって

おりましたので、不足はございませんでし

た。ただ、飲料水につきましては、検査しな

いと飲むことができなかったものですから、

検査機関の関係から、かなりの期間、御不自

由をかけたという形になっております。 

 詳細については、済みません、本数につい

ては存じ上げていません。 

 

○小杉直委員 なら、私の認識不足もあるか

もしれませんので、後日、その問題について

は説明をまたしてください。結構です。 

 

○荒木章博委員 ２回目の地震が起きて、今

小杉委員が言われたような、水というものの

非常に大切さというのは、私たちも痛感して

感じたわけですね。 

 それで、小中学校、避難所に多くの人たち

が避難する、中には校舎に避難し、また、中

には犬、猫を持っている人たちなんかグラウ

ンドに避難をするということで、そうした

ら、東京の方が、機械を持ってプールの水を

普通の水に変えるということで、まあちょっ

と検査機関の水道局がパニックだったので、

最終的にできなかったんですけれども、プー

ルの水はどこでもあるわけですよ。中学校、

高校、ためてあるわけですね。そういったも

のを活用したものも、やっぱり今度、実験的

に熊本県あたりも、１カ所でも検討されるよ

うなことも考えられてですね。 

 それで、そのプールの水を、トイレができ

ないということで、皆さんがポリバケツを持

ってとりにきて、そこで水を流せるように持

っていったんですけれども、一番いいのは飲

料水として飲まれる、その工法があれば、熊

本県も、ぜひ危機管理あたりで、公室長のほ

うで、検討していただければ、そういう開発

がもうじゃんじゃん進んでいるということ

で、日進月歩で進んでいるということで、も

し飲み水になれば、プールの水ならば、数千

人の人たちでも何日分かはあるわけですか

ら、そんなところも、今の質問の中のも含め

て検討していただきたいということで、答え

は要りませんので、検討していただきたいと

思います。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○河津修司委員 先ほどの荒木先生との話と

重複するところもあるかと思いますが、復興

基金についてですね。 

 この12月予算では22億とかありますけれど

も、これからもまだあるんでしょうけれど

も、先ほど言っていた市町村の負担と地元の

負担ですよね。そういう点については、先ほ

ども言ったとおり、市町村によって地元負担

を求める、求めないというのもあろうかと思

いますが、やはりある程度、まあ市町村の裁

量によるでしょうから、それは仕方ないとし

て、やはりなるべく統一してくださいとか、

そういった話はするんでしょうか。県から

は、別にそういったものはもう市町村任せな

んでしょうか。 
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○沼川市町村課長 市町村課です。 

 今委員からも御指摘ありましたけれども、

基本的に、今から予算を通していただいた

後、要項等をお示しするんですが、事前に市

町村に対して、ある程度の自己負担が想定さ

れるようなものについては、それを想定した

ところでのスキーム的なことを説明もしてお

りまして、例えば自治公民館等であれば、当

然、自治会の中で、改修に向けてもともと積

み立て等をされているという前提があります

ので、基本的には補助率を４分の３で設定し

まして、それについて基金を入れていくとい

うような形でお示しもしているところです

が、具体には、予算を計上した後に市町村の

意見も聞いたところで具体のところを決めて

いきたいと思います。 

 おっしゃるように、余りにも差が出ると、

住民間での不公平感にもつながりますので、

先ほど荒木委員からもありましたけれども、

その辺は十分配慮した上で進めていきたいと

思っております。 

 

○荒木章博委員 実際、12月補正でもうみん

な打っているんですよ、予算化しているんで

すよ、市町村。そうでしょう。だから、ある

程度把握をしてないというのはおかしいんで

すよね。まあ、よかです、答えは。言い出す

と切りのなかけん。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○小早川宗弘委員 資料の58ページ、59ペー

ジ、熊本のこの復旧・復興４カ年戦略ですけ

れども、先ほど企画課の課長から説明があり

ましたけれども、私も事前にいろいろお話を

聞きながら、やっとこの４カ年戦略ができた

なというふうなことで、最初は復旧・復興プ

ランだけというふうな話を聞いていたんです

けれども、知事の知事選での公約も位置づけ

たいというふうなことで、私もいろいろ御意

見をさせていただきましたけれども、非常に

いい復旧・復興プランができたのではないか

なというふうに思っています。 

 特に、４月に熊本地震が起こりまして、こ

れから熊本はどやんなっとだろうかなという

ふうな心配の中に、何か将来が展望できるよ

うな、夢や希望が描けるようなプランができ

たのではないかなというふうに思っておりま

すので、ぜひ各部連携しながら、しっかりと

この４カ年戦略を進めていただきたいと思い

ます。 

 ちょっと気になるのが、この４カ年戦略と

いえども、もう既に１年間たってから、残す

ところ実質的には３年ぐらいしかないわけで

ありますけれども、そういう短い期間の中で

この４カ年戦略を強く進めていくということ

についての工夫とか、その辺があったらちょ

っと聞かせていただきたいというか、この４

カ年戦略に取り組む県の決意をちょっと聞か

せていただきたいと思います。 

 

○吉田企画課長 今委員から御指摘ありまし

たとおり、既に、知事の３期目から大分、半

年以上期間が経過しております。 

 今回の復旧・復興４カ年戦略につきまして

は、先ほど御説明いたしましたとおり、復

旧・復興プランのほうを８月に策定をさせて

いただきましたが、そちらを基本としつつ、

これまで熊本県議会の御協力も得ながら、地

方創生の先駆けとなるべく取り組んできまし

たさまざまな取り組みというものを、まさに

これを創造的復興の文脈の中で花開かせよう

ということで、知事の公約だけでなく、そう

いったものも創造的復興の一つの手段として

位置づけをしております。  

 そういう意味では、これまでやってきた蓄

積というものが多少なりともございますの

で、３年余まだございますので、その間の中
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で、これまでの取り組みというものの蓄積を

生かしながら、それが創造的復興につながる

ようにということで、しっかりと、ＫＰＩも

今設定をさせていただきましたので、そうい

ったＫＰＩの自分たちの目標というものをし

っかり達成できるように、しっかりとそこを

やっていくという形で頑張っていきたいとい

うように思っております。議会のほうからも

応援をいただければというように思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○小早川宗弘委員 わかりました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 済みません、49ページです

ね。 

 手数料条例の一部を改正する条例というこ

とで、済みません、不勉強で。準中型自動車

というのは、どういうものなんですか。 

 

○竹内財政課長 こちらが、道路交通法で、

今、免許の時点で、中型に対します事故が非

常に多いということで、3.5トンから５トン

までの間を準中型免許ということで新たに切

り出しまして、別の免許といいますか、免許

を１つ区分をつくるというものでございま

す。 

 それに伴いまして、それに伴う手数料、試

験手数料等が必要になるものですから、今

回、手数料条例を改正させていただくという

ものでございます。 

 

○鎌田聡委員 で、この手数料の額ですね。

新しくできた分はあれですけれども、あと改

定をされているやつもありますけれども、こ

れはどういう基準でこの手数料が2,000円と

か、そのほか幾つか決めていらっしゃいます

けれども、何かあるんですかね、水準が。 

 

○竹内財政課長 標準政令というものがござ

いまして、統一的な、それを見ながら、今回

はそれに合わせておりますので、基本的には

全国一緒になってくるのかなというふうに考

えております。 

 ただ、手数料そのものは、各都道府県で免

許等も交付するというのもございますので、

条例のほうで制定させていただくというもの

です。 

 

○鎌田聡委員 その中でちょっと気になった

のが、(1)のイの(ウ)ですか、臨時高齢者講

習手数料とか、非常に高齢者の今事故等もふ

えている中で、非常に重要なことだと思いま

すけれども、ちょっと手数料の5,650円とい

うのは結構な金額だなと思いまして、これも

大体そういった目安なんですか。 

 

○竹内財政課長 そうです。この臨時高齢者

講習というのが、高齢者の方で免許を受けら

れているんですけれども、特定の違反行為、

例えば信号無視とか通行禁止帯を入っている

とか、非常に危険な方について、こういった

講習を受けていただいて、継続して免許を取

れるかどうかの判断をするものでございまし

て、そういったこともございまして、こうい

った額になっているのかというふうに認識し

ております。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○荒木章博委員 それじゃ、５ページ、20ペ

ージ、私学の復興基金関連のことでお尋ねし

ます。 

 これは、２分の１の激甚法の災害法から国

が６分の１、本県が最終的には、その後陳情

もあったり、議会での質問、質疑、いろんな

ものがありまして、６分の１に県が決めたと
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いうことで、あれが国会議員には土曜日に説

明の紙を２枚配られて、そして月曜日に会派

には昼から報告をされた。そして、次の朝の

火曜日の新聞に、毎日新聞と朝日新聞が、朝

日新聞は一面に載りましたね。それで、私に

一番に火曜日電話がかかってきましたけれど

も、荒木議員、このことについてお話を聞き

たいということだったものだから。 

 実際、私は知らぬわけです。それで、市町

村課、財政課に問い合わせたら、もう送って

いますよと言うものですから、送っていて僕

は知らないものですからね。そうしたら、月

曜日の夕方の７時半にファクスが１通来てい

たんです。私も、５時までぐらいしか事務所

にいなくて、次の朝も朝一に出かけていった

ものだから、そのファクス見てないんです

よ。一言、電話一本ぐらい、チームくまもと

で県議会もみんな一緒にやっているわけだか

ら、会派によっては説明し、１人については

説明もしない。だから、そのことについてど

ういうふうに思われますか。 

 私は、申し入れ書を出しました。要する

に、これは第２万3,030号で郵便書留で出し

ています。まだ回答が来ておりません。申し

入れ書、復興財源に係る２件に関して、当職

への情報伝達が他の会派の議員に比べておく

れている。関係者からの問い合わせ、照会等

に対して、情報をいただけなかったというこ

とで、当職において適切な対応ができなかっ

たという事態が相次いでいる。もう３度目で

すよ。 

 私は、当職も熊本県民から選出されており

ますので、熊本県民の代表の一人として、他

の会派の議員と同じように、まあ同じように

しなくても、電話一本ぐらいやってファクス

は送ってやらないと、やっぱりおかしいんじ

ゃないかと。 

 だから、貴職等の管理責任等の問題も発生

しますので、今後の慎重な対応を期待します

ので、対応上の改善について申し入れる次第

ですということで申し入れておりますけれど

も、申し入れに回答がありません。 

 総務常任委員として、やっぱりきちんとし

た――どういう考えを持っておられるか、公

式な場でお伝えをいただきたいというふうに

思います。 

 

○池田総務部長 荒木委員から御指摘もござ

いました。通常、事業のいろんな計画を、内

容と制度等を制度化するに当たっては、事前

に十分説明させていただいた上で、やはり公

表するという段取りは踏むべきだというふう

に考えております。 

 今回、復興基金は非常に重要な課題でした

ので、そこは予算案の公表より前に、先立っ

て先生方に説明して、その上で予算の公表の

前に公表したいという考えで説明をしていた

ところ、報道が先行するという形になってし

まいました。この点については、大変申しわ

けなく思っております。 

 今後、こういった情報管理ですとか、説明

のあり方については、今の御指摘も踏まえ

て、しっかりと対応していきたいというふう

に考えております。 

 

○荒木章博委員 それは間違っていますよ。

情報管理を調整するんじゃないんです。それ

は、国会議員に全部渡したり、各会派に全部

渡せば、それは全部伝わるですよ。それは情

報管理じゃないです。私が言っているのは、

情報管理をしてくれと言っているんじゃな

い。私だけ――それは数名おりますけれど

も、まだ。抜けたのはどうしてですかという

ことを申し入れている。そういう感覚だから

合わぬのですよ、あなたの話は。 

 

○池田総務部長 先ほど申し上げたとおり、

情報管理とともに説明の仕方についても、し

っかり検証しなければいけないというふうに

思っています。これは今後しっかりと対応し
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ていきたいと思います。 

 

○荒木章博委員 よし、あなたがそう言われ

るなら、私はここまで言うつもりはなかった

けれども、先般、国の間接補助が、予算がお

りてきました。そして、６分の１という、私

も委員会で局長にも質問したり、答えられま

した、元気いい声で。そのときに、この６分

の１が、８月24日に、文科省かな、あれは。

通知があったんですよ。私は、文科省にも、

私学の部長にも――前、文化庁にいたから、

文化庁の熊本城担当の部長だったから、あの

人にも電話して言っているんですよ。文化庁

のときに、あの熊本城復興を大至急やってく

れと、加藤神社まで通るようにしてくれと言

ったから、部長がすぐしてくれたんですよ。

だから、今度は異動で私学のほうに行ったか

ら、私学の予算もよろしくお願いしますと、

敬意を払って言っているんですよ。 

 ８月24日に文科省から通知があって、総務

常任委員に連絡したのはいつですか。答えて

ください。 

 

○古森総務私学局長 総務私学局古森です。 

 委員の御指摘のとおり、国のほうで閣議決

定しまして、そして、それを文科省のホーム

ページに掲載されたのが24日です。そのお話

をするのは、確かにお話として各委員にする

のはおくれたというのは事実でございます。

それは申しわけないと思っております。 

 

○荒木章博委員 私が、たまたま担当者を呼

んでどうなっているのと聞いた８月30日に、

あなたたちは私に説明したんですよ。だか

ら、24日に決定通知があって、30日の６日お

くれで報告があった。委員さんたちにも報告

せぬで、次の日にファクスしているじゃない

ですか、委員さんたちには。 

 それともう１つ、これは大事なことです

よ。陳情団体には、通知があった次の日に、

私学協会には県の職員が行って説明している

じゃないですか、文書を持って。これは何で

すか、このやり方は。陳情団体ですよ。そこ

には先に行って、わざわざ出向いていって、

２人の職員が説明をするんですよ。それで、

委員会には、ここにいるメンバーには一口も

言わない。指摘をして、どうなっているかと

聞いたら、答えて、うろたえてファクスで流

したんじゃないですか。何で次の日に陳情団

体にこうやって先にやるんですか。議員軽視

じゃないですか。委員会軽視じゃないです

か。 

 委員長、答弁を求めます。 

 

○古森総務私学局長 25日に、委員がおっし

ゃいます団体に参りましたのは、その情報を

伝えるためではなく、翌週に予定しておりま

した別の私学関係の公的行事がありましたの

で、その事前説明に参りました。その際、確

かに、おっしゃるように、前日に閣議決定を

しておりまして、文科省のホームページにも

掲載されておりましたので、その話をいたし

ました。ただ、それは、もう閣議決定してお

りまして、ホームページにも掲載されている

という、いわゆるオープンになった情報でし

たので、担当課のほうもそういう話をしたん

だと思います。  

 ただ、情報の連絡とか周知という面につい

ては、確かに私ども欠けておりましたところ

がありますので、大変申しわけないと思って

おります。 

 

○荒木章博委員 私は、ちょっとそれは理解

できない。別の話があったから行ったんじゃ

ないんですよ。このことを説明に行ったんで

すよ。そういうふうに私にはちゃんと連絡が

来ているわけですよ。その後、すぐに各私学

の団体に、そういうふうにして県が来たとい

うことでファクスが行っているんですよ。だ

から、私に聞かれたんですよ、こういうこと
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がおりて、お世話になりましたと。私は、聞

いておりません、ホームページ見なかったか

ら、じゃあないんですよ。  

 委員長、休憩を求めます。今の答弁では回

答になりません。休憩を求めます。 

 

○髙木健次委員長 ちょっと待ってくださ

い。今答弁を一生懸命やっているわけですか

ら。 

 

○荒木章博委員 なら、部長に答弁。 

 

○池田総務部長 経緯については、今古森局

長から話があったとおりと承知をしておりま

す。 

 今回、国の報道発表があって、その適切な

情報提供がなされなかったということがござ

いました。これだけ委員の先生方から御支援

をいただきながら、非常に手厚い支援を国の

ほうからもいただいているという状況がござ

います。 

 こういった状況の中で、国の予算の公表が

あった段階で、しっかりと委員の先生方に情

報提供をするということがやはり必要だとい

うふうに考えております。それが、しっかり

ルール化されていなくて、徹底されていなか

ったということは、非常に反省をしておりま

す。今後は、こういったことがないようにし

ていきたいと考えています。 

 

○荒木章博委員 これは、公務員法にも地方

自治法にも、公正、公平で物事を行うという

ことは宣言しているんですよ。そういったも

のが行われない。財政課しかり、市町村課し

かり。一ファクスで送って、電話一本も、話

をしない。会派には説明する。何で公正、公

平が保っていますか。知事を呼んで、ここで

説明してもらわないかぬですよ。 

 委員長、この答弁では納得いきません。 

 

○髙木健次委員長 古森局長の答弁では、国

のほうのホームページでも出したということ

で、それぞれの関係者、委員含めてですね、

皆さんがある程度周知をしたんだろうという

感じだったということですよね。 

 

○古森総務私学局長 委員長のおっしゃると

おりで、その面で私どもの配慮が欠けたとい

う面はあるかもしれません。ただ、そういう

オープンにされた情報というところではあり

ました。 

 ただ、今後は、ちゃんとその辺の対応は、

私どもも気をつけてまいりたいと思っており

ます。 

 

○髙木健次委員長 だから、その情報という

か、連絡が荒木委員のところにはちょっとお

くれて行ったということだと思うんですよ

ね。 

 荒木委員、そういうことでしょう。 

 

○荒木章博委員 はい、そうです。 

 それと、この６分の１がおりるというの

は、大変なことなんですよ。ホームページで

出たからじゃないんだ。あなたたちは、利益

団体じゃないけれども、その陳情団体に２人

も職員をやって説明やるんですよ。そのこと

が私は間違っていると。 

 総務部長が責任者として総務省から出向し

て、だから、私は、総務省の幹部に連絡を入

れたですよ。そんな総務省職員はたるんでい

ると、熊本県に来て。前回の部長も、私学協

会の会長のところに奥さんが勤めているか

ら、情報が筒抜け。その感覚で今まで動くか

ら、陳情ができたことを動くことから、そん

な問題になるんですよ。その慣習が残ってい

るんですよ、まだ。総務部長がそこにおっ

て、奥さんのいる会長がここで陳情したりし

て、だからそういう風習があるんですよ。議

員より、委員長、副委員長にも説明しない。



第６回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成28年12月13日) 

 - 28 - 

こんな大事な予算を、待ちに待っている予算

を、あなたは陳謝してないじゃないか、今言

ったら。そういうところもありますと。あな

たの責任じゃないよ、部長だよ。管理が行き

届かないんですよ、あなたは。人のよかだけ

じゃだめですよ。だから、総務省の幹部には

電話をすぐ入れたんだよ、２度も３度も。 

 

○小杉直委員 先生、ほかの質問もあるけ

ん。 

 

○髙木健次委員長 荒木委員、最終的に総括

の答弁をですね、池田部長、お願いします。 

 

○池田総務部長 今、２件の御指摘がありま

した。復興基金の情報提供の関係と、あと私

学との関係ですね。 

 いずれも、やはり適切な情報提供を我々怠

ったという点で、非常に反省をしておりま

す。タイミングも含めて、説明の仕方も含め

て、しっかり今回の反省を踏まえて、今後し

っかり対応させていただきたいというように

考えております。 

 特に、今回、各種の財政支援の実現に当た

っては、荒木先生を初めとした委員の先生方

の御支援も非常に賜っております。その結果

として実現したという項目もございましたの

で、そういった点で配慮が欠けた対応をしま

して、大変申しわけございませんでした。今

後、しっかり対応させていただきたいと思い

ます。 

 

○荒木章博委員 私も、議員生活をやっぱり

これだけ40年近く、22歳からこの世界に、そ

してまた国会の秘書の時代は、総務省から来

る人間とは事務次官でも渡り合って要望した

り、陳情したりやって、財政課しかり、市町

村課しかり――課長聞いとっとね、それは。

下向いとかんでこっち向きなっせよ。そん

な、議会議員は、県民の負託を受けて議会に

いるんですよ。たとえ１匹でも、１人でも、

魂を持ってやっているんですよ、俺たちは。 

 そして、総務常任委員にも報告もしない、

こんな大事な予算を。そして、関係団体に、

改めて言うけど、２人も派遣して説明しに行

く。あなたたちのやっていることは間違って

いますよ。公務員法にも照らして、心に手を

当てて考えなきゃ。もう二度とこういうこと

は言いたくありませんので。 

 

○小杉直委員 いいですか。 

 

○荒木章博委員 ちょっと待ってください、

まだ今言いよるでしょう、先生。 

 きちんと――なら、小杉先生、先生に説明

はありましたか。 

 

○小杉直委員 それは私はわからぬ。 

 

○荒木章博委員 わからぬじゃなくて、なか

ったでしょう。 

 

○小杉直委員 覚えとらぬ。 

 

○荒木章博委員 覚えとらぬじゃなか、なか

ったんですよ。 

 

○髙木健次委員長 荒木委員、私は今総務常

任委員長ですけれども、数日後にありまし

た、それは。ただ、しかし、それは、やっぱ

りホームページで公表してあるということ

で、これはある程度ほかの方も周知をしてい

るんだなと。たまたま荒木委員が、ホームペ

ージあたりも気づかずに、連絡がその後で来

たというような…… 

 

○荒木章博委員 委員長、それはおかしかで

すよ。 

 

○髙木健次委員長 どうしてですか。 
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○荒木章博委員 ホームページを見て――見

らんならわからぬとですか、これだけの、こ

れはホームページ見るだけの問題じゃないで

すよ。それなら、何で私学には説明に行くん

ですか、次の日に。 

 

○髙木健次委員長 その辺の経緯は私もわか

りませんけれども…… 

 

○荒木章博委員 いやいや、それは違う。そ

こを委員長が言うなら、委員長、もっと勉強

しなさいよ、そこは。それなら、説明に行き

ますか、私学に。 

 

○髙木健次委員長 まあまあ、そう余り…… 

 

○荒木章博委員 だから、ホームページて言

うならたい、髙木委員長、俺はこの問題はフ

ェイスブックで全部上げるよ、そんなことを

言うなら、あなたが。否定するほうもおかし

いんですよ。委員長がもっと言わなきゃ。委

員会の立場を考えなきゃ、もっと。 

 

○髙木健次委員長 だから、総務部長も、し

っかり、荒木委員に伝わるのが遅かったとい

うことで、今謝罪をしているじゃないです

か。 

 

○荒木章博委員 いやいや、伝わるのが遅か

ったと言っているんじゃない。何で陳情団体

に先にやったかということが問題なんです、

僕が言っているのは。先だったとか後だった

かじゃないんですよ。 

 

○髙木健次委員長 だから、今総括的な答弁

を部長から求めていますから、それでいいん

でしょう、部長。もうそれしかないとです

ね。 

 

○荒木章博委員 それしかないって、何です

か。 

 

○髙木健次委員長 だから、伝わるのが遅か

ったということで、その辺のあれを今から重

々気をつけるということでしょう。 

 

○荒木章博委員 伝わるのが遅かったじゃな

くて、私が言っているのは、陳情団体の組織

になぜ先に行ったかということの回答を求め

ているんですよ。 

 

○池田総務部長 先ほど来説明をさせていた

だいていますが、陳情団体、私学協会に対し

て別件の打ち合わせがあって行った際に、そ

ういう話題になったということで伺っており

ます。 

 そういった意味では、ちょっとその辺の経

緯が違うのかなということはありますが、ま

た、一番の問題は、やはり国からの予算の公

表があったときに、しっかりと説明をさせて

いただくべきであったということだろうと思

います。その点についてしっかりと…… 

 

○荒木章博委員 はい、わかりました。だか

ら、今後こういうことがないように、今度、

もしあったら、またぴしゃっと私は申し述べ

ますので。 

 やっぱり、古森局長、ぴしゃっとしなさ

い、今から。その団体に先に言うなんて、た

またま行ったからなんて、そんな小手先だけ

のことをやんなさんなよ、ホームページに載

ったからとか。 

 終わります。 

 

○小杉直委員 まあ、荒木委員のお気持ち

は、私は察することができます。 

 55ページ、防災ヘリコプターの件ですが、

これにヘリテレはあるんですか、ないんです

かな。 
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○松岡消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 今小杉委員お尋ねのヘリテレでございます

けれども、地上でのテレビ画像の送信システ

ムでございますが、現行の機種にはヘリテレ

を積んでおります。ただ、新しい機種につき

ましては、ヘリテレ、それからヘリサット

と、一応、今後は積みかえも含めてヘリテレ

のほうも考えておりますけれども、基本はヘ

リサットで運用をしていきたいというふうに

思っているところでございます。 

 

○小杉直委員 ヘリサットは、ヘリテレの役

目もするということですか。 

 

○松岡消防保安課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、同じような装置でございますけ

れども、ヘリサットのほうは、通信衛星を利

用して、そちらを介して画像を送信すると。

ヘリテレのほうは、地上の電波でございます

ので、地上に建てましたアンテナを通してす

るということで、そこら辺の違いでございま

すが、いずれも同じようにヘリコプターから

撮影する画像を災害対策本部等に送信するシ

ステムでございます。 

 

○小杉直委員 了解しました。 

 

○髙木健次委員長 ほかには。 

 

○河津修司委員 今のに関連しますけれど

も、このエアバスのヘリコプターを買われ

た。現行もエアバスですよね。それで、何か

やはり同じ会社のほうがいいとか、何かある

んでしょうか。 

 

○松岡消防保安課長 今回、エアバス社を選

定いたしましたのは、総合評価方式による一

般競争入札でございまして、事実、３者から

の入札というか、応札があっておって、最終

的に機能、それから価格面、それからあわせ

てランニングコスト等、総合的に評価を我々

のほうでした結果として、エアバス社のＮ３

プラス、後継機を選択したということでござ

います。 

 

○河津修司委員 同じ会社、現行のやつと同

じですよね。違うんですか。 

 

○松岡消防保安課長 登録上は同じ機種、型

になっておりますけれども、現有機の進化型

で、Ｎ３プラスと通常は申し上げておりま

す。現有機と比較をいたしますと、自動操縦

装置とか、それから航法装置、オートホバー

と言いますけれども、そういった操縦系統に

ついてコンピューター制御等の改造がなされ

ておりまして、現行機種よりも安定的に運航

できるとか、そういうような進化をしている

機種でございます。 

 

○河津修司委員 やはり操縦する側から見る

と、同じ機種というか、同じ会社のほうがや

っぱりやりやすいとか、そういったのも選考

基準の中にあったんですか。 

 

○松岡消防保安課長 特に同じ機種を意識し

て評価等は、私どもは、今回はいたしており

ません。あくまでも、現行機種の機能をいか

に生かしながら、さらに安定性、安全性等が

図られていくかということを基準に、機種を

選定してまいったところでございます。 

 

○髙木健次委員長 ほかに。 

 

○鎌田聡委員 今のヘリ関連で、21ページ

に、繰越明許費で29億出ているんですけれど

も、これは何か納入時期がおくれるという話

だったんですが、実際の購入額は18億なんで

すよね。この差は何なんですか、差額は。 
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○松岡消防保安課長 もともと予算計上で

は、机上の価格算定をしておりますので、予

定価格としては29億ということで予算をお認

めいただいております。実際に入札をしたと

ころで、今回18億7,000万円余の金額で落札

をされたということで、その金額、そこに差

が出てきているということでございます。 

 

○鎌田聡委員 まあまあ、理由はわかりまし

たけれども、10億ぐらい下がっているという

こととあわせて、非常にその辺が大丈夫なの

かなということと、落とした後に納入時期が

おくれる理由が、先ほど29年の後半と言われ

たと思いますけれども、１年以上おくれてい

るこの理由は何なんですか。 

 

○松岡消防保安課長 ヘリコプター自体が注

文生産という形になりますので、受注を受け

た後、それから生産をしていくということに

なっております。それで、大体受注をしてで

き上がるまでに１年以上の日数を要するとい

うことで、来年度の後半――今からの受注に

なりますので、来年度の後半での完成、納入

というような形になっているところでござい

ます。 

 

○鎌田聡委員 わかりました、理由は。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 なければ、これで付託議

案に対する質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第10号から第15号ま

で、第17号、第21号から第24号まで及び第34

号について、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外12件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外12件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、今回付託された請第22号を議題とし

ます。 

 請第22号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○塘岡私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 請第22号について御説明申し上げます。 

 この請願は、熊本私学助成をすすめる会か

らのものでございます。 

 趣旨は、公立、私立間の学費、教育条件の

格差をなくすため、私学助成の大幅増額を求

めるものでございます。 

 請願事項は７項目ありますので、それぞれ

の項目につきまして、現状や県の取り組みに

ついて御説明申し上げます。 

 まず１点目は、経常費補助金の公立学校教

育費の２分の１までの増額を求めるものでご

ざいます。 

 本県における経常費の生徒１人当たり単価

は、この10年間で10％程度伸びております。

また、生徒１人当たりに投入される公費の総

額につきましては、公立の約３分の１であっ

たものが、現在では約２分の１となっており

ます。 

 ２点目は、就学支援金への県負担制度の創

設による年収350万円以下の家庭に対する授

業料の無償化を求めるものです。 

 平成22年度に就学支援金制度が始まりまし

たが、平成26年度に、年収350万円未満の世

帯に対する加算が、それまでの1.5倍から２

倍に増額されております。 
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 また、県の授業料減免補助につきまして

も、平成21年度までは、家計急変などを除

き、市町村民税非課税世帯が対象でしたが、

平成22年度から、年収350万未満の世帯まで

拡大しております。 

 ３点目は、授業料等減免制度における学校

負担５分の１の撤廃を求めるものです。 

 授業料減免補助の割合につきましては、平

成16年度に減免額を増額するなど、補助制度

を充実した際に、県と学校が協力して支援に

取り組むとの趣旨で学校の理解をいただき、

それまでの定額補助から、県が８割を補助す

る定率補助に変更したものです。 

 ４点目は、私立学校の災害復旧事業に対す

る予算措置を求めるものでございます。 

 私立学校施設の災害復旧については、国の

第２次補正予算において、激甚法に基づく２

分の１の補助に加え、経常費助成による６分

の１のかさ上げ補助が措置され、さらに、今

定例会において、県単独による６分の１のさ

らなるかさ上げ補助を提案しております。 

 ５点目は、耐震化予算の継続に関する国へ

の要望でございます。 

 10月に、県議会から国へ提出された私学助

成の充実強化等に関する意見書の中に、私立

学校施設耐震化への補助の拡充が含まれてい

るとともに、県と県議会で行っている国の施

策等に関する提案においても、耐震改築補助

制度の延長と予算確保を国へ要望しておりま

す。 

 ６点目は、特別支援教育制度の充実のため

の予算措置を求めるものです。 

 県では、発達障害など特別な支援を要する

生徒の受け入れに対する学校への経常費補助

の加算や、退職教員等を活用して授業補助等

を行う場合の経費に対する補助のほか、学校

の求めに応じ、専門的知識を有する特別支援

相談員を学校に派遣しています。 

 ７点目は、非正規雇用の専任化を推進する

臨時特別助成制度の創設を求めるものです。 

 教員の数につきましては、高等学校設置基

準に基づき、適正な数を確保するようになっ

ております。県では、経常費補助において、

専任教員の数を算定項目の一つとし、各学校

における適正な専任教員の確保を支援してい

るところです。 

 請願の各項目の説明は以上ですが、県とし

ましては、教育環境の充実確保のため、精い

っぱい取り組んでいるところです。 

 なお、去る９月定例会におきまして、熊本

県私立中学高等学校協会及び同保護者会から

私学助成の充実を求める請願がなされ、採択

をされまして、国に意見書が提出されており

ます。 

 ９月定例会の請願と今回の請願は、ともに

私学助成の充実を求めるものでございます

が、９月定例会の請願は、私学助成の一層の

充実が図られるよう、国に対し意見書の提出

を求めるものでございました。今回の請願

は、国に対しての要望もありますが、主とし

て県に対し予算上の対応を求めるものでござ

います。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第22号については、いかがいたしましょ

うか。 

  (「採択」「不採択」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 採択、不採択両方の意見

がありますので、採択についてお諮りいたし

ます。 

 請第22号を採択とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  (賛成者挙手) 
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○髙木健次委員長 挙手少数と認めます。よ

って、請第22号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査をすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から順次報告をお願い

します。 

 

○間宮危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 私のほうからは、熊本地震のおおむね３カ

月間の対応に関する検証の現状報告をさせて

いただきます。 

 Ａ４の縦紙をごらんください。 

 まず、この検証の趣旨、目的について御説

明いたします。 

 熊本地震への対応につきましては、初動の

応急対応から復旧、復興のステージに進んで

おり、防災対策の強化に早急に取り組む必要

があることから、まずは発災からおおむね３

カ月間の応急対応について検証を行っており

ます。 

 なお、復旧、復興に対する対応は現在も進

行中でございますので、その検証について

は、別途、来年度以降行うこととしておりま

す。 

 検証に当たりましては、２にありますとお

り、８つの観点から進めております。時間の

都合により全ては御説明できませんが、幾つ

かＡ３サイズの資料により説明をさせていた

だきます。 

 まず、１ページ目をごらんください。 

 初動対応につきましては、評価できる事項

といたしまして、③に記載のとおり、九州広

域防災拠点として整備をしておりました防災

駐機場に多くの応援ヘリを受け入れるなど、

受援に活用することができました。 

 一方で、課題の③のとおり、グランメッセ

熊本など、広域防災拠点となる施設が被災を

して、十分な活用ができないという事態も発

生いたしております。 

 このことから、改善の方向性といたしまし

て、施設の耐震性の強化や分散化などが必要

だというふうに考えております。 

 ページをおめくりください。 

 ２ページ目、被災者の生活の支援につきま

しては、評価できる事項といたしまして、③

にありますとおり、保健師による安否確認、

健康相談が行われた結果、熱中症の重症化を

抑制するなど、被災者への支援を行うことが

できました。 

 また、課題といたしまして、②にあります

とおり、先ほど先生方から御指摘がありまし

たとおり、水の確保を含むトイレの整備が不

足するなどの課題がございました。 

 また、④にありますとおり、車中泊など指

定避難所外の避難者の把握が非常に困難でご

ざいまして、情報や物資の提供が難しいとい

う面がございました。 

 このことから、消防団や自主防災組織と連

携をした避難者の把握体制が必要になってく

るというふうに考えてございます。 

 次のページにお進みいただきまして、被災

者の生活支援の続きでございますけれども、

⑥にございますとおり、国による物資のプッ

シュ型支援は、被災者の不安解消に大きく貢

献をいたしました。 

 一方で、課題の⑧のとおり、支援物資が市

町村の物資拠点などに滞留する、いわゆるラ
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ストワンマイルの問題など、物資が被災者に

スムーズに行き届かなかったという事態もご

ざいました。 

 このことから、今後は、国や県、市町村、

民間企業を含め、物資の供給体制の再構築が

必要になってくるというふうに考えてござい

ます。 

 ４ページをおめくりください。 

 被災者の住まい確保につきましては、評価

できる事項といたしまして、①のとおり、罹

災証明書発行に関する市町村への説明会の開

催などによりまして、速やかにその体制を整

備することができました。 

 一方で、課題の②にありますとおり、住家

被害認定調査の手法について、市町村ごとに

基準に差があるのではないかという御指摘が

あり、その調整に県として苦慮いたしまし

た。 

 このことから、今後の大規模災害が発生し

た場合には、定期的に熊本市を含めた市町村

間の情報共有を図る必要があるというふうに

考えております。 

 続きまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 民間企業等との協力につきましてですけれ

ども、評価できる事項として、②にあります

とおり、国、県、それから、県の社会福祉協

議会、ＪＶＯＡＤによる連携会議を定期的に

開催いたしまして、これにより情報や認識の

共有を図ることができました。 

 一方で、各市町村間でボランティア数の過

不足が生じるなどの問題がございましたの

で、広域的な調整を行う仕組みが今後必要で

はないかというふうに考えております。 

 続きまして、６ページでございますけれど

も、国、県内市町村、それから全国の自治体

と連携した取り組みといたしまして、今回、

発災直後から、熊本とゆかりのある国の幹部

が現地対策本部に入っていただいたことや、

県職員を被災市町村へ迅速に派遣をしたこと

で、速やかな対応ができたというふうに考え

ております。 

 一方で、県や被災市町村において、受援体

制が未整備でありまして、応援職員の受け入

れや活用が十分にできないといった面も報告

されております。 

 このことから、今後は、県や市町村の受援

体制を強化していく必要があるというふうに

考えております。 

 ７ページでございますけれども、自助、共

助による対応といたしまして、自助による安

全確保や共助による避難者支援が十分に機能

した地域があった一方で、その取り組みが十

分ではなかったという地域もあったというふ

うに聞いております。 

 このため、現在作成中の防災ハンドブック

などを活用いたしまして、自助、共助をさら

に推進してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、８ページ目でございますけれど

も、施設、設備等の耐災性と復旧対応、それ

から、業務継続・再開対策についてですけれ

ども、評価できる事項といたしまして、①に

ありますとおり、県庁舎について、事前に耐

震化や非常用燃料タンクの増設を行ってお

り、本震後も、引き続いて県庁では業務継続

ができました。 

 一方で、市町村庁舎等の中には、使用不能

となった施設もございましたので、今後は、

庁舎などの耐震化や防災機能の強化を行って

いく必要があるというふうに考えておりま

す。 

 最後、９ページでございますけれども、災

害対応を行うための庁内体制といたしまし

て、評価できる事項としては、①にあります

とおり、発災後に庁内の業務や組織の見直し

を行いました。 

 一方、課題といたしまして、①にあります

とおり、震災業務が一部の所属に過度に集中

をいたしまして、業務執行に支障が生じる場
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面もございました。 

 このことから、今後は、災害時に休止、縮

小すべき業務や部署間の役割分担の見直しな

ど、庁内のＢＣＰの見直しが必要であるとい

うふうに考えてございます。 

 主な検証内容の現状に関する御説明は以上

でございます。 

 なお、改善の方向性に記載されている事項

については、今後、県の防災計画に記載する

ものもございます。また、国や関係機関との

調整が必要なもの、予算措置が必要なものな

ども含まれておりますので、その実現に向け

て、各部局、各市町村と一緒に頑張ってまい

りたいと思います。 

 最後に、Ａ４サイズの資料にお戻りいただ

きまして、今後のスケジュールですけれど

も、１月に、報告書の素案を中間報告として

皆様にお届けしたいと考えております。 

 また、この中間報告について、国、市町村

等の関係機関に意見を伺った上で、最終報告

書案を作成して、３月の総務常任委員会で御

報告をさせていただきます。 

 以上でございます。 

 

○藤井交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 大空港構想NextStageの素案についてです

が、御説明の前に、この構想の核となります

阿蘇くまもと空港の創造的復興につきまして

説明をさせていただきたいと思います。 

 Ａ４横の阿蘇くまもと空港の創造的復興に

ついての資料をごらんください。 

 まず、現状のところですが、国内線ビルに

つきましては、これまで５期にわたる増改築

がなされ、完成から既に45年が経過している

部分もあり、今後、数年以内に建てかえ等の

検討が必要な状況となっています。 

 次に、国際線ビルは、完成から33年が経過

しており、今後インバウンドの増加が見込ま

れる中、今年度から、国内線ビルと連絡通路

で結ぶ増改築工事を予定していたところ、熊

本地震が発生いたしました。 

 ３つ目の被害状況は、国内線ビルの軀体部

分を中心に多大な被害を受けており、いまだ

立入禁止の区域が残っている状況です。 

 真ん中の列でございますが、空港の復旧、

復興に向けて、有識者会議及び経済５団体か

ら、大きく３点の提言をいただき、検討を進

めてまいりました。 

 まず、九州の広域防災拠点機能の強化とし

て、大地震等の大規模災害が発生しても、継

続して機能を発揮できる建物をということで

すので、右の方向性のように、十分な耐震性

能を有する強固な建物にする必要がありま

す。 

 下の欄外に紹介しております熊本県公共施

設整備ガイドラインから見れば、重要度係数

は、少なくとも多数の者が利用する施設、学

校などの1.25以上に強化する必要があると考

えております。 

 ２点目として、甚大な被害を受けた益城町

を初めとします熊本都市圏東部地域の広域的

かつ長期的な発展に資するようにしていく必

要があります。 

 ３点目は、九州中央に位置する国際空港の

整備として、海外からのゲートウェーとなる

インバウンド需要に十分対応できる国際線ビ

ルへ機能強化を図る必要があります。 

 こうした検討の結果、方向性として、阿蘇

くまもと空港を創造的復興のシンボルとし、

十分な耐震性能を有する国内線、国際線を一

体化した新たなターミナルビルの建設が必要

と判断したところでございます。 

 次に、その実現のために、２枚目の資料で

ございますが、コンセッション方式の導入を

目指すこととしております。 

 制度について御説明します。 

 この制度は、国が土地等の所有権を引き続

き持ちながら、民間に運営権を設定し、滑走

路、駐機場などの航空系事業と空港ビル、駐
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車場などの非航空系事業を一体経営させるも

ので、空港運営の民間委託です。 

 図のように、管制業務は引き続き国が実施

し、滑走路、駐機場、駐車場には運営権が設

定され、空ビルについては、三セクから譲渡

される形で民間による一体運営が行われるこ

とになります。 

 なお、国から委託される民間事業者は、公

募によって決定されます。 

 ３枚目をごらんください。 

 運営委託に向けたスケジュールと他空港の

事例を示しております。 

 一般的に、まず、左から３番目の滑走路や

ビルなどの資産調査が国において実施され、

次に、その情報などを民間事業者へ示し、マ

ーケットサウンディングと呼ばれる民間投資

意向調査が行われます。 

 そのマーケットからの意見を踏まえた上

で、国交省の実施方針が策定、公表され、そ

の後、運営権者の公募、審査、選定というプ

ロセスを経て、民間による運営が開始される

ことになります。 

 他空港の事例としては、仙台空港が、本年

７月から委託がスタートしております。高松

空港では、選定プロセスに入り、先週、募集

が締め切られたところです。福岡空港、仙台

空港でも手続に入ったところです。 

 民間による運営がスタートした仙台空港で

は、路線誘致の面で効果が出始めており、開

始前は６便であった国際線が、現在は15便に

増便されています。また、ターミナルビルの

改修やアクセスの改善が計画されるなど、利

用者の利便性向上に向けた動きも出てきてお

ります。 

 コンセッション方式は、民間の知恵と資金

を活用し、空港のポテンシャルを最大化する

取り組みで、地域経済の活性化や発展に寄与

する有効な手法であると考えております。 

 阿蘇くまもと空港においては、ターミナル

ビルの建設に当たり、設計の段階からこのコ

ンセッション方式を活用することで、他空港

にない効果も期待できると考えております。 

 なお、本日午後、知事が国土交通大臣に対

し要請を行う予定であり、熊本の将来の発展

に資する空港となるよう要請し、しっかり協

議をしてまいりたいと考えております。 

 それでは、Ａ３の１枚紙、熊本都市圏東部

地域グランドデザイン、大空港構想NextStag

eの紙をごらんください。 

 平成28年熊本地震からの復旧・復興プラン

の中で、阿蘇くまもと空港のあり方も含め、

甚大な被害を受けました地域の創造的復興を

推進するグランドデザインとして、大空港構

想NextStageを策定するとしておりました。 

 これまで、大空港構想は、空港を核とし

て、空港周辺地域のポテンシャルを生かし、

活性化を図ろうとするものであり、今回のネ

クストステージも、地震で甚大な被害を受け

た空港周辺地域を、阿蘇くまもと空港の創造

的復興を核として、波及が期待されます効果

を生かしながら、活性化に向けて動きを加速

させていこうという考えです。 

 その素案の概要につきまして、簡単に説明

いたします。 

 一番上の策定の基本的な考え方ですが、空

港や益城インターチェンジを最大限に活用

し、広域的・長期的視点から、当地域の再

生、発展に向けた将来像や取り組みの方向性

などを示すものです。 

 また、この方向性に沿って、県と市町村が

連携し、各復興計画との整合を図りながら取

り組みを進めていくこととしております。 

 全体の将来像といたしましては、地域のポ

テンシャルを最大限に生かした創造的復興の

実現を掲げ、これにより有識者会議でも提言

いただいた、熊本県経済を力強く牽引する地

域を目指すとともに、県内でも最も被害を受

けた地域でもありますので、誰もが安心して

便利に暮らせる地域の実現を目指してまいり

たいと考えております。 
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 また、この実現のためには、地域への新た

な投資を呼び込むことが必要であり、その視

点として、民間活力、イノベーション、柔軟

な制度運用の３つをキーワードとして掲げて

おります。 

 そして、その当地域の目指す姿といたしま

して、空港、産業、暮らしの３つを挙げてお

りますが、その中でも、大空港構想として、

空港を創造的復興のシンボルとして、また、

地域活性化の起爆剤となるよう、交流人口の

増大、スムーズな空港アクセス、広域防災拠

点の実現を目指す姿としております。 

 その実現のために、右側の欄に主な取り組

みの方向性として黒丸の４つ、空港ターミナ

ルビルの創造的な復興、機能強化、さらなる

ネットワークの拡大、アクセスの改善、防災

拠点としての機能強化を挙げています。 

 現時点の取り組み例として、コンセッショ

ン方式の導入による国内線・国際線ターミナ

ルビルの一体的整備や新規路線の誘致、ま

た、アクセスの定時性、速達性確保に向けた

ソフト・ハード対策等を掲げております。 

 また、産業につきましても、これまで空港

周辺地域は、企業の立地も進んでいる地域で

すので、空港の創造的復興を起点として、新

たな産業や雇用の創出を目指して、立地性を

生かした産業の誘致やＩＣＴ、ＩoＴを活用

した新たなサービスの展開などにも取り組み

ますとともに、観光面でも、空港の創造的復

興をさらに生かしていく方向性を示しており

ます。 

 また、暮らしにつきましても、住みたい、

暮らしやすい地域の実現を目指し、住民サー

ビスの向上につながる取り組みや、県道熊本

高森線の４車線化などの交通の利便性向上な

どの取り組みの方向性を示しております。 

 先ほど申し上げましたとおり、コンセッシ

ョン方式の導入による民間の知恵やノウハウ

を活用した空港の活性化は、地域経済への波

及も期待できるものです。阿蘇くまもと空港

の創造的復興が、この地域の可能性を広げる

ように、よい影響を及ぼし、民間投資が受け

られる環境になっていくよう描きながら、現

在、この素案をもとに各市町村と意見交換を

行っております。年内をめどに策定したいと

考えているところでございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○吉野川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 川辺川ダム問題について御報告をいたしま

す。 

 資料のほうは、川辺川ダム問題についてと

いうのをごらんください。 

 去る10月26日に、第５回球磨川治水対策協

議会を開催いたしました。 

 この球磨川治水対策協議会では、裏面に参

考で記載しておりますけれども、９つの対策

案について検討を進めております。第４回ま

でに、引堤、放水路等の３つの対策案を検討

してまいりました。 

 今回、第５回の協議会では、残りの３つの

対策案及び川辺川筋の治水対策案について協

議を行いますとともに、ダムによらない治水

を検討する場で積み上げてまいりました対策

の進捗状況について説明をいたしました。 

 会議では、９つの対策を単独で実施したと

しても、目標としております昭和40年７月洪

水と同規模の洪水に対応することはできない

という認識を共有いたしました。 

 市町村からの主な意見でございますけれど

も、相良村のほうから、川辺川筋の引堤等の

実現可能性を懸念する意見、また、人吉から

は、人吉市周辺の掘削、引堤の開始等で住民

の安心感が高まっており、感謝するというよ

うな発言がございました。 

 今後の進め方につきましては、９つの治水

対策案の検討状況を取りまとめまして、パブ

リックコメントを実施した上で、単独では目
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標に達しませんでしたので、複数の対策の組

み合わせ案について検討していくこととして

おります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○髙木健次委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 今の報告に係る質疑はありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ここで、私のほうから１つ御提案がござい

ます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取り

組みの一つとして、昨年から、常任委員会ご

とに１年間の常任委員会としての取り組みの

成果を、２月定例会終了後に県議会のホーム

ページで公表することとしております。 

 ついては、これまで委員会で各委員から提

起された要望、提案等の中から、執行部にお

いて取り組みの進んだ項目について、私と副

委員長で取り組みの成果(案)を取りまとめた

上で、２月定例会の委員会で委員の皆様へお

示しし、審議していただきたいと考えており

ますが、よろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 その他で委員から何かありませんか。 

 

○小杉直委員 大分時間が押しておりますの

で、ちょっと気の毒だなと思いますけれど

も、２点ほど。 

 総務部長にちょっとお尋ねですが、コピー

を持ってきましたが、地元新聞に公務員の冬

のボーナスて出とるわけですよ。県庁職員さ

んが平均して82万余、教職員さんが平均して

91万余、警察職員さんが平均して76万余。こ

れは年齢とか勤務年数によって違いますか

ら、これをどうこうということじゃありませ

んが、これは横に置いといて、ことしの２月

の議会で増永議員が、行政職と公安職の給料

の格差について質問をされました。当時は、

前総務部長だったかな、必要に応じて見直し

を検討していくというような答弁でしたもん

ね。 

 それで、今度は、私は、２月に教育警察常

任委員会におったわけですが、県警本部の警

務部参事官か警務部長に、増永議員の本会議

での質問に対して、どうおたくたちは思って

いるかと聞いたわけですよ。そうしたら、本

部長が答弁して、確かにワンランク下に格付

されているのは事実ですと、ですから、でき

るだけ行政職とのバランスを図っていただき

たいと思いますというようなことを言ったわ

けですよ。 

 それで、その後、当時の総務部長と委員会

とは別の場所で話したときに、県警本部長が

答弁したということは、非常に重きを感じま

すというようなことでしたから、ああ、これ

はいい方向に行くかなと思うとったら、転勤

をされたわけですな。 

 それで、ひとつ、この不公平感について、

池田総務部長はどうお考え、また、今後の方

針はどうお思いでございますか。 

 

○池田総務部長 今の給料表、特に公安職の

給料表と行政職の給料表で格差があるのでは

ないかというような御質問をいただきまし

た。 

 行政職、公安職等の給料表については、国

もそうなんですが、行政職、公安職、教育職

といった形で、職に応じて別々の給料表をつ

くっております。この給料表については、格

付も違うし、給料の金額も違うという形で、

別々な金額、格付でもって給料表を別につく

っているという経緯もございまして、そうい

った国の制度等を参考にしながら、県の給料

表のほうも定めさせていただいているという
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状況でございます。 

 そういった意味で、なかなか単純にこれと

これが格差があるということは比較しづらい

部分もございますが、ただ一方で、他県で見

直しが行われているという事例もあるという

ふうに承知しております。 

 そういった事例も見ながら、引き続きここ

は検討させていただきたいというふうに考え

ております。 

 

○小杉直委員 まあ、おっしゃる意味もよく

わかりますが、やっぱり教職員も県職員も警

察職員も同じ熊本県の職員ですから、そこの

ところは、見直される部分は、ぜひひとつ前

向きに見直していただきたいと要望しておき

ますが、次に、人事委員会の委員長がお見え

になっとるでしょう。(「事務局長」と呼ぶ

者あり)おたくたちは、専門的で中立的な立

場にある職務ですが、今の質問に対しては、

いきなりの質問で恐縮ですが、どういうふう

にお思いですか。 

 

○山口人事委員会事務局長 人事委員会事務

局でございます。 

 今委員からお話がありましたように、我々

は中立的な立場でございまして、各任命権者

に対して、勤務条件、それから給料表等につ

いて、意見を、勧告をするという立場でござ

います。 

 そういう中で、先ほど総務部長からの御意

見がありましたように、我々も、その件につ

きましては、現場の声も聞きながら、協議、

検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 せっかくの機会でありますか

ら、ひとつ不公平感がないような方向で、前

向きに検討していただくように要望しておき

ますね。 

 もう１点、小牧課長がどこか来とったろ

う。さっき、おたくにちょっとこの資料では

聞きそこなったわけですが、地域づくり夢チ

ャレンジ事業というのを以前に補正したでし

ょう。で、９月補正で2,000～3,000万の予算

をつくられたと思うですけれども、今よく話

が出ておる復興枠を含めた全体の交付決定の

状況というのはいかがなっとるですか、今。 

 

○小牧地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 今委員のほうからおっしゃられました復興

枠については、まず９月補正に、各地域で熊

本地震の関係で風評被害とかによって交流人

口が減少していることから、震災からの復興

に向けた各地域を元気づけるイベント等を支

援しようということで、復興枠をつけたとこ

ろでございます。 

 これは2,000万予算措置いただいたところ

でございますけれども、それを含めた全体の

交付決定状況だろうと思います。 

 地域づくりチャレンジ事業復興枠、また、

２月補正で、広域連携を支援する加速化交付

金事業というものを支援しております。合わ

せますと約３億ぐらいの補助金の予算を措置

しておるところでございますが、現段階でほ

ぼ予算措置を――見込みも含めてでございま

すが、予算措置をほぼ執行する、約２億

9,000万を超える額を今交付決定していると

ころでございます。 

 これも、ひとえに広域本部、また各地域振

興局が、日ごろから地域の団体の中に入り込

んで掘り起こし事業等を、またアドバイザー

事業等をつくっておりまして、そういった成

果が出ているんだろうと思います。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 この政策というのは、いろん

な関係者に聞くと、結構中身が濃ゆくて効果

があるんですな。今の時点で答えられるかど

うかはわかりませんが、来年度予算に予算編
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成する方針はありますか。 

 

○小牧地域振興課長 まさに今、来年度の予

算については編成作業が行われておるところ

でございまして、正式な予算については、２

月議会で正式にお答えすることになろうかと

思いますけれども、地域における地域資源の

磨き上げとか、交流人口の拡大とか、それぞ

れの地域で取り組んでいるもの、また住民の

思い、また、先ほどありました復旧、復興の

４カ年戦略、これのさらなる実現の中におい

ては、できるだけその思いに応えられるよう

な予算となるよう、しっかり頑張っていきた

いと思います。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 さすがにあなたはやっぱりす

ばらしい答弁するですな。ぜひそういう方向

でお願いしときます。 

 以上です。 

 

○荒木章博委員 今の小杉委員が言われたこ

とで、夢チャレというのは大体２分の１、た

だ、災害復旧については４分の３ということ

で、非常に高く、ただ、全体の予算枠がちょ

っと少ないんですね。 

 そういったところで、企画振興部長、この

予算も計上されたということは、私は、今小

杉委員が言うたように、すばらしい対応の仕

方だというように思います。だから、来年度

も、引き続きこの予算よりか、少しでも上げ

てでも、市町村に、文化や歴史や伝統、そう

いうものの復興とか、また、奮起をしていた

だけるようなことも、今後もやっていただき

たいというふうに思っています。 

 それともう１点は、夢チャレのほうで、今

度は50万ですかね、予算をかけられて、熊本

県立劇場で２回、そして、東京の四谷で、今

度17日土曜日に昼夜やられます。 

 そうした中で、先般、委員会でも申したか

と思うんですけれども、やっぱり熊本でやっ

たときは７割しか入らなかった。夏目漱石と

いうのは、今ちょうどテレビでも２局でやっ

てですね。非常に熊本が――熊本からイギリ

スだったか、行かれたときの模様とかなんと

かを劇で、私も見させていただいたんですけ

れども、そういった中で、東京でもできるだ

け満員になるようにですね。 

 せっかくの機会ですから、２回もやられる

ということで、私もまた東京へも行きます。

私費で行きますので。それで、ぜひ、向こう

の県人会とか、満員になれるようにですね。

430人しか入りませんから。そして、漱石と

新宿との関連というのは物すごく、東京との

関連は深いわけですから、そこのところはど

うでしょうかね。 

 

○手島文化企画・世界遺産推進課長 荒木委

員のおっしゃられたような形で、漱石、特に

東京でのこういった記念年に合わせての熊本

の漱石をＰＲする機会というのは、大変貴重

で、重要なものというふうに我々も思ってお

ります。 

 今委員からおっしゃられたように、東京県

人会の総会あたりでも告知を、チラシを配っ

たりですとか、また、我々といたしまして

も、漱石を県外でＰＲする機会、こういった

ものを考えておりまして、ちょうど折よくと

いいますか、新宿のほうの紀伊國屋あたりで

そういうふうな告知をしたりですとか、ちょ

うど時期に合わせたＰＲ活動も行いながら―

―今回の東京公演は、午前午後２回公演とい

うふうな形でございまして、もう昼の部分に

つきましてはほぼ完売しているというふうな

状況と聞いております。 

 そういった形で、こういうふうな熊本の魅

力を県外でＰＲすることを中心的に、我々の

ほうとしても、支援して、一緒にやっていき

たいというふうに考えており、実行している

ところでございます。 
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○荒木章博委員 文化団体と、お菓子の香梅

さん初め、副島先輩たちが中心となって、熊

本の文化を東京に発信しようということで頑

張っておられますので。課長も行きなはるで

しょう、見に行っとんなはらぬけんね、熊

本。まあ、いいです、いいです、それは。頑

張ってください。 

 終わります。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○池田総務部長 １点よろしいでしょうか。 

 突然の御報告で大変失礼いたします。 

 本日、総務省において、平成28年特別交付

税の12月分が交付決定をされる予定です。特

別交付税については、12月と３月の２回にわ

たって交付されますが、その第１弾というこ

とになります。 

 今回については、委員の先生方の御協力を

いただきまして、震災関連特例も含めまし

て、大幅な増額が、特に被災の大きかった団

体については見込まれるという状況です。 

 一部金額の全体像だけは明らかになってお

りますが、県分については約684億。これ

は、昨年の12月の交付と比べて、6.4倍にな

っています。この金額は、基金の510億を除

いた金額です。基金の分をプラスすれば、 

1,000億を超える規模で12月交付があるとい

う状況です。市町村分については、193億余

ということで、約3.3倍という状況になって

おります。 

 今後、夕方までに総務省のほうから各市町

村ごとの内訳が送付をされてくるということ

になりますので、届き次第、委員の先生方に

ファクスで送付をさせていただきたいと思い

ます。遅くなる場合には連絡をさせていただ

きます。 

  （「よかったですね」と呼ぶ者あり） 

○髙木健次委員長 以上で本日の議題は全て

終了いたしました。 

 最後に、陳情・要望書が３件提出されてお

ります。参考として、お手元に写しを配付し

ております。 

 それでは、これをもちまして、第６回総務

常任委員会を閉会します。 

 お疲れさまでございました、どうも。 

  午後０時43分閉会 
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